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第２回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  中村敏彦君 

   １．空き家対策について 

    （１）全国の空き家は820万戸・13.5％、鹿児島県の平均値が17％といわれるが、本市の

現状は前回答弁の921戸・7.5％と確認してよいか。 

    （２）本市の危険家屋とされている99戸について、空き家対策特別措置法で言われる

「特定空き家」に該当する家屋と判断してよいか。 

    （３）特措法では、指導・勧告・命令を経て、固定資産税の「優遇措置」の解除、最終

的には強制撤去も「可」としているが、本市は「解体補助制度」の次の段階として

どのような空き家対策をお考えか。 

   ２．通学路の安全対策について 

    （１）５月15日、枕崎市において側溝に流されて小学校３年生の女児が死亡するという

痛ましい事故が発生した。危険箇所等の通学路点検はなされたか。 

    （２）枕崎市では点検結果をもとに、最新の安全マップを作成し各家庭に配布予定との

こと。本市の取り組みはいかがか。 

    （３）同時に危険度の高い箇所から安全対策を講じるとのことであるが、本市の計画に

ついて市長の見解を伺いたい。 

  東 育代君 

   １．地域防災計画について 

    （１）市内の指定されている46か所の避難所について、災害の種類で避難場所が異なる

こともあるが、住民への周知はどうか。 

    （２）福祉避難所の指定について、高齢者や障がい者などの災害時要援護者に対する対

応は大丈夫なのか。 

    （３）避難所運営マニュアルでは、整備が必要な避難所があるようだが、現状はどのよ

うになっているか。 

    （４）災害時要援護者の把握について、避難行動支援者名簿の管理状況及び地域支え合

いマップ作成の進捗状況を伺う。 

    （５）介護施設、保健師等との連携はしっかりとできるのか。 

    （６）自主防災組織の現状について伺う。 

    （７）まちづくり協議会・自治公民館・消防団等との連携について伺う。 

   ２．空き家・空き地対策について 

    （１）特定空き家（危険廃屋）の現状と課題について伺う。 

    （２）長期空き家（危険廃屋以外）の現状と課題について伺う。 

    （３）空き地の管理について伺う。 

  福田清宏君 

   １．コミュニティ自動車の運行について 
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    （１）地区まちづくり協議会を中心とする運営協議会を組織し、10人乗りワゴン車を市

が購入して、貸与し、必要経費を補助してのコミュニティ自動車の運行は出来ない

か、伺う。 

   ２．藻場造成とウニの除去について 

    （１）平成21年９月の定例会で、市内４漁業協同組合が、一つの活動組織をつくり、藻

場の造成、食害生物・ウニの除去等の活動をすることを支援するため、「環境生態

系保全活動支援事業」が、初めて予算化された。 

 その活動の今日までの推移について伺う。 

    （２）串木野新港の建設に伴い、共同漁業権の一部が放棄された海域に、鹿児島県と共

に、鉄かごのついた増殖プレートを設置して、藻を育成し、各漁協の共同漁業権内

に移設して、藻場造成を行う事業は出来ないか、伺う。 

   ３．原子力災害住民避難計画について 

    （１）全面緊急事態となった時の避難・一時移転に際してのバス避難集合場所の指揮は、

誰がとるのか、伺う。また、その指揮に係る訓練は行われているか、伺う。 

    （２）避難済目印の掲示や避難誘導の訓練等について伺う。 

   ４．空き家対策について 

    （１）空き家対策特別措置法に基づく行政代執行による強制撤去について伺う。 

     ①強制撤去とそれに要する費用の負担について 

     ②条例の制定について 

   ５．土川小学校の現状について 

    （１）土川小学校が廃校となり、その施設を使用する企業が進出したとの説明を受けて

きたが、現況について伺う。 

    （２）今後、青少年研修センターや福祉関係等、本市独自の活用策の計画について伺う。 

  福田道代君 

   １．川内原発１・２号機の再稼働問題に関連して伺う 

    （１）川内原発の再稼働前に、県と30キロ圏内の自治体の共催による実効性のある住民

参加の避難訓練を実施すべきと考えるがいかがか。 

    （２）口永良部島の噴火に際し、川内原発の火山影響評価と火山のモニタリングについ

て、再稼働の前に九電に説明会の開催を求めるべきではないか。 

   ２．国会で審議中の安保関連法案について 

    （１）安全保障関連法案の根幹が問われているが、市長の見解を伺う。 

   ３．本市の基幹産業である農業政策について 

    （１）農協「改革」関連法案は、戦後農政の基本となってきた農協・農業委員会、農地

改革制度を根底から覆し、家族農業中心から企業が支配できる農業につくり変えよ

うとするものだが、市長の見解を伺う。 

    （２）担い手の高齢化、農地の荒廃、限界集落が進み、子供たちの数も減少し、今でも

さまざまな問題がうずまいている。農家と地域が元気になるには、どのような方向

が必要とお考えか伺う。 

    （３）今後、本市の農業が発展していくために、独自の政策と計画について伺う。 
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本会議第３号（６月１９日）（金曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   消 防 長  原 薗 照 明 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   生 活 環 境 課 長  住 廣 和 信 君 

教 育 長  有 村   孝 君   まちづくり防災課長  久木野 親 志 君 

総 務 課 長  中 屋 謙 治 君   福 祉 課 長  東   浩 二 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   農 政 課 長  末 吉 浩 二 君 

財 政 課 長  満 薗 健士郎 君   農業委員会事務局長  芹ケ野 國 男 君 
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市 来 支 所 長  下迫田 久 男 君 
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平成27年６月19日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、中村敏彦議員の発言を許します。 

   ［７番中村敏彦君登壇］ 

○７番（中村敏彦君） おはようございます。通告

に従いまして、２件について質問をいたします。 

 まず、空き家対策についてお伺いをいたします。 

 去る６月８日付南日本新聞の「ひろば」欄に、

「どげんかしたい近所の空き家」という投稿があり

ましたが、急激な人口減少と高齢化の中で増え続け

る空き家と、比例して増える放置物件が大きな社会

問題となって久しく、この間、私を含む複数の同僚

議員が一般質問で取り上げてまいりました。 

 そのような中、全国の空き家の数が820万戸、総

住宅数に占める空き家率が13.5％に達したことなど

を背景に、昨年11月に空家対策特別措置法が成立し、

この５月26日に施行されました。 

 本市の空き家の現状は、前回の市長答弁、あるい

は、昨日の同僚議員の質問への答弁で示されました

921戸と理解してよいか。また、総戸数に占める空

き家率は、おおよそ7.5％と試算できますが、その

ように理解してよいかお伺いし、壇上からの質問と

いたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 中村敏彦議員の御質問にお答えをいたします。 

 今、お述べになられましたとおり、全国の空き家

は820万戸、大変深刻な問題になっております。本

市の場合、空き家は921戸、パーセントで申し上げ

ますと、7.5％となっております。これはただ、行

政嘱託員の皆さんによっての初期調査でありますの

で、個人の見方の違いなどにより、若干の差異はあ

るかもしれないと思っております。 

○７番（中村敏彦君） 行政嘱託員による初期調査

で、正確なところではないような御答弁ですが、今、

世帯数の変動をちょっと「統計いちき串木野」で見

たところ、平成15年の１万2,788世帯をピークに、

この10年間、毎年60世帯ほど減少しております。今

後は、高齢化社会の中で減少率はもっと高くなって、

並行して空き家の数も増えると予測できますが、例

えばちなみに、鹿児島県の平均空き家率は現在でも

17％と報道されておりますが、10年後の本市の空き

家率もさらに増えて、現在、全国平均13.5％なんで

すが、それをはるかに超えるんではないかと思われ

ますけど、市長の認識を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、お述べになられました

とおり、人口減少が続いております。したがいまし

て、並行して世帯も減少していくのではなかろうか

と。したがいまして、空き家が増加するのではなか

ろうかと非常に懸念をしているところであります。 

○７番（中村敏彦君） これまでの10年間の平均で

60世帯ぐらい世帯数が減ってるんですが、今後の推

移というか、その辺についての市長の見解をお聞き

したところでございますけど。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、人口減少が続いております、残念ながら。した

がいまして、やはり並行する形で空き家率も増加し

ていくんじゃなかろうかなと心配をしております。 

○７番（中村敏彦君） 並行していく認識のようで

すので、年間60世帯ぐらい、多分、ずっと減ってい

くんだろうと思うんですが。いずれにしても空き家

対策は、そういう意味で本市の重要な課題となって

いくと思います。 

 そこで、前回質問で明らかにされた危険家屋、今

回、特措法で問題になります危険家屋の問題ですが、

前回、99戸が危険家屋と答弁されておりました。今

回の特措法で示されている特定空き家に、この99戸

が該当するかどうか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 99戸につきましては、初期

調査での目視による戸数であります。この後、全て

が特定空き家に当てはまるわけではないと思います。
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先月26日、国において、空家等対策の推進に関する

特別措置法が施行され、ガイドラインが示されまし

た。今後、このガイドラインに基づいた調査を実施

し、特定空き家を絞り込んでいきたいと考えており

ます。 

○７番（中村敏彦君） 次で質問したいと思ってた

とこですが、特措法では、今、市長が言われました

ように、倒壊のおそれが高い、ネズミの大量発生な

ど、衛生上著しく有害である、景観を損ねる、生活

環境を守れない等々、四つの項目に一つでも該当す

ると特定空き家と認定するようになってますが、市

長答弁でいきますと、この99戸をとりあえず目安と

して、この四つの基準で絞り込んでいくという理解

でよろしいんでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 国におきまして、特定空き

家等に対する措置に関する適切な実施を図るための

必要な指針が示されておりますので、これにより適

切に判断をしてまいりたいと考えております。 

○７番（中村敏彦君） 一応、これはそこに置いて

おきまして、次に行きます。 

 ６月10日のＮＨＫで、「あさイチ」でしたけど、

東京都の大田区が５月26日に、多分、この法律が施

行された日だと思いますが、住民からの苦情に基づ

いて160件を特定空き家としてリストアップして、

調査活動をしている映像が報道されました。その映

像によりますと、何項目かかなりたくさんの項目で

チェックリストをつくって、それによってチェック

する映像でした。 

 前回の質問で、本市に寄せられている苦情が、平

成25年度で、樹木の繁茂や倒壊危険など15件という

答弁がありました。大田区の例をとりますと、この

15件が本市における特定空き家と見てよいかどうか、

判断としてですね、それを一つお伺いします。 

 そしてもう１件、本市も大田区のように、苦情を

もとにしてチェックリストで危険度をチェックして、

特定空き家に認定していくのかどうか、それもあわ

せて伺います。 

○市長（田畑誠一君） 現在における本市の特定空

き家等に関する苦情相談の状況ですが、平成26年度

につきましては54件、平成27年度につきましては、

現在12件の相談があります。 

 また、本市においては、木造建築物の応急危険度

判定調査票において判断をしております。 

○７番（中村敏彦君） 先ほど、25年度しか、たし

か前回答弁がなかったので15件と申し上げましたけ

ど、26年度54件、現状で12件ということは、僕が質

問したのは、要するに、市民、住民からの苦情で出

てきた件数をもとに特定空き家を絞り込んでいくの

かという意味での質問でした。 

○生活環境課長（住廣和信君） 苦情につきまして

は、先ほど市長からありましたように、危険廃屋等

の相談については54件、そのほかに普通の空き家の

相談とか空き地の相談等もあるんですが、これが全

て危険特定空き家に該当するかといいますと、昨年

で言いますと、54件の相談が空き家についてありま

して、そのうち危険廃屋としてうちが補助金の対象

となったのが16件でありますので、相談がイコール

そのまま特定空き家になるということではないとい

う理解はしております。 

○７番（中村敏彦君） わかりました。住民から寄

せられている苦情だけで特定空き家と認定するわけ

ではないと。いろんな要件をまた加えて、空き家と

して認定していくということですね。わかりました。 

 それでは、今回、６月議会に条例改正が提案され

ております、空き家の解体、撤去を促す目的で特定

空き家等について、住宅用地特例の対象から除外す

るもの、要するに固定資産税を増やすという内容で

すが、特措法では指導、勧告、命令を経て特例措置

の除外、今言った固定資産税も除外ですけど、さら

には強制的に解体する代執行ができることとなって

おりますが、まず、本市が行っている解体補助制度

の平成26年度実績と、現在、スタートしたばかりで

すけれども、27年度の今年度の申請状況はいかがか

伺います。 

○市長（田畑誠一君） 平成26年度の危険家屋解体

撤去の実績についてでありますが、16件ほどござい

ました。また、平成27年度は、現在までの申請は７

件となっております。 

○７番（中村敏彦君） たしか26年度は当初予算２

件でして、補正、補正で、たしか16件になったと思
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っておりますが。27年度もたしか当初予算で８件で

すけれども、もう既に７件来てるということは、当

然、補正を組んで解体補助事業をしていくというこ

とを理解してよろしいですね。 

○市長（田畑誠一君） もし、今７件ですけど、増

えるようでしたら、当然そのようなことをまた議会

に御相談したいと思ってます。 

○７番（中村敏彦君） なぜこれを質問したかとい

いますと、特措法で言ってる最終的な手段としての

代執行、多額の費用がかかるということが報道され

ておりました。新聞に載ってたのだけ言いますと、

秋田県大仙市では、600万円をかけて通学路に接近

する倉庫など13棟を解体したが、所有者に支払い能

力がなくて、回収できたのは３万円だったという報

道がありました。その同じ新聞の記事のところでし

たけど、室蘭の担当者は、特定空き家に該当する物

件があっても、所有者死亡、相続人も放棄している

ために、代執行をしても費用回収が不可能と判断し

ているというコメントが載っておりました。 

 そのようなことから、空き家対策について私が思

うのは、やっぱり、今、本市がやっております解体

補助制度が最も効果が期待できるのではないかとい

う思いからでした。そういう意味で、市長の見解を

伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 代執行につきましては、ど

の自治体も、今、例をお述べになられましたが、そ

の費用の回収に大変苦慮されているようであります。 

 したがいまして、本市におきましては、今、御提

言あられましたとおり、現在の危険家屋解体撤去工

事補助金を活用して取り組んでまいりたい、これが

一番ベターだと思っております。 

○７番（中村敏彦君） 今まではちょっと処理のほ

うに重点を置いて質問しましたけど、６月10日付の

南日本新聞にも社説に載ってましたが、撤去だけで

は抜本解決にならないと。利活用を図るべきという

ことが述べられておりました。私も昨年の質問で、

ある地区の市民と語る会で市営住宅としての活用を

要望されましたので、たしか一般質問で市長に伝え

たつもりでおります。 

 それと、全国的にちょっと有名なのは、大分県豊

後大野市は中古住宅購入による転入補助を充実して、

空き家を活用した移住転入で成果を上げていること

が、これも多分テレビの特集で取り組まれました。 

 前々回の私の一般質問でも言いました、長崎はた

しか、市街地、まちの真ん中の空き家については、

寄附行為をいただいて、市で解体して公園にすると

か、そういう取り組みをたしか私も述べましたけど、

例えば、昨年でしたか、袴田に公園が全くないとい

う、一般質問でも取り上げられましたが、そういう

地区においては、空き家とか空き地、要するに危険

なところですね、そういうところを寄附ではなくて

も、寄附が一番いいんでしょうけど、少し安く買い

取って公園にするとか、そういう利活用も検討すべ

きではないかという問題意識を持っております。 

 そういう中で、昨年10月現在、新聞によりますと、

400余りの自治体が、新法、いわゆる特措法の一部

を先取りする内容の空き家対策条例を制定している

ようであります。今後、増え続ける空き家の現状を

踏まえて、この条例制定や、以上、私が述べたよう

な制度設計も視野に入れた本市の今後の方向性につ

いて、市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、中村議員がお述べにな

られましたとおり、大事なことは空き家を解体した

後いかに活用するか、そのとおりだと思います。た

だ、現在、本市の今の段階では、そこでその条例の

制定のお話をなさいましたが、市としては現段階で

は、条例の制定については、市民の手による美しい

まちづくり推進条例を制定しておりますので、これ

に基づいて実施してまいりたいと考えております。 

○７番（中村敏彦君） 申し上げた利活用について

はどのようにお考えでしょうか。中古住宅の利活用、

中古空き家の。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど中村議員がお述べに

なられましたとおり、空き家の後をどう活用するか

というのが、また大きな取り組まなければならない

課題だと思います。したがいまして、その利活用に

ついては、場所とか規模とか、いろんなケース・バ

イ・ケースによって考えられることがあると思いま

す。ただ、考え方として、利活用のあり方というの

をやっぱり検討していかなきゃいかんなという思い
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であります。 

○７番（中村敏彦君） 条例制定はとりあえず見合

わせて、市民の手による美しいまちづくり推進条例

か、これでとりあえずは管理していきたいというこ

とですが、確かにこれを見ると、ほかの自治体の条

例を見せていただいたんですが、大方、この特措法

に基づく条例と近い条例だなと思いました。 

 ただ、美しいまちづくり推進条例には、大きいの

で言えば、強制代執行が載ってませんよね。そうい

う意味で、そういう条項がありませんので、今後そ

のような事態、例えば、先ほど申し上げました所有

者が不明だとか、そういうときは、当然、市が介入

せざるを得ないのかなと思うので、強制代執行条項

がない、これで運用するというのはわかりますけど、

強制代執行条項がないこの条項で、今後、そのよう

な事態が発生したときにどう対処されていくのか。

そこをちょっとお伺いしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） まず、先ほど申し上げまし

たとおり、代執行については、どの自治体もその費

用の回収に、例を詳しく述べられましたが、大変苦

慮しているという状況でありますので、本市におき

ましては、御提言あられたとおり、現在の危険家屋

解体撤去工事補助金を活用して取り組んでまいりた

いと考えております。 

○生活環境課長（住廣和信君） ただいまの市長の

答弁に補足となりますが、今、市民の手による美し

いまちづくり推進条例の中に代執行の規定がないと

いうことでありますが、代執行につきましては、今

回制定されました特措法、この中で、条例がなくて

も市において代執行ができるということになってお

りますので、もしそういう場合になりましたら、法

に基づいた形で代執行をやらざるを得ないのかなと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○７番（中村敏彦君） わかりました。 

 最後になります。きのうの同僚議員も最後に申さ

れましたが、冒頭のデータ、921戸と7.5％。実は、

平成20年に策定されております本市の住生活基本計

画の中の資料では、平成15年現在で空き家1,640戸、

空き家率14.7％と記載してあります。そういう意味

で、先ほど市長が初期調査による921戸と7.5％と言

われましたが、やっぱり基礎データをしっかり把握

するのが先決ではないかなと思います。そういう意

味で、昨日の同僚議員も言われましたが、特措法が

できた以上、それに基づいて、いろいろ処理されて

いかざるを得ませんので、基礎データをしっかりつ

くるというか、そういうことを念頭に置いて進めて

いただきたいなと思っております。見解があれば、

聞いて終わります。 

○生活環境課長（住廣和信君） ただいまありまし

たように、数値が大変データによって違うというこ

とでありますが、統計調査によります数値というの

が、また算出方法が別にありまして、実際の数字と

かなり食い違う部分も出てきております。 

 昨日も申し上げましたとおり、実態調査がやはり

必要だと考えておりますので、早急に実態調査のほ

うを進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○７番（中村敏彦君） ぜひ、よろしくお願いしま

す。 

 それでは、次の２項目めに入ります。 

 通学路の安全対策について、教育長にお伺いをい

たします。 

 ５月15日、枕崎市において、小学校３年生の女の

子が側溝に流されて死亡するという痛ましい水難事

故が発生しました。きのうも話題になりました、２

月に発生しました国道270号線での交通事故同様、

安全対策の不備と大人の不注意で子供たちの尊い命

が奪われることは断じてあってはならないことだと

思っております。 

 そこで伺います。枕崎で起きたような事故が予測

される危険箇所の点検はなされたかどうか、伺いま

す。 

○教育長（有村 孝君） おはようございます。 

 本市の通学路につきましては、２月に発生いたし

ました交通事故を受けまして、３月末までに各学校

において通学路安全推進会議を開催いたしまして、

保護者や地域の方々から幅広い意見を聞いた上で、

危険箇所の集約を行ったところでございます。 

 ただいま御指摘のありました５月の枕崎市の水難
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事故を受けて、通学路上にある側溝や用水路等の危

険箇所についても、各学校で再度点検するとともに、

報告を求めました。 

 報告された合計61カ所の通学路の危険箇所につい

ては、学校、警察、道路管理者、スクールガードリ

ーダー等関係機関と合同で、６月２日から３日間に

かけて通学路の合同点検を行いました。 

 その結果につきましては、各機関で持ち帰ってい

ただきまして協議していただいて、今月26日の市の

通学路安全推進会議の中で対応策を検討する予定で

おります。 

○７番（中村敏彦君） まず報告で61カ所、で、そ

の61カ所を６月２日に合同点検したということです

が、その点検調査の結果、例えば、これは勝手に分

類したんですが、水難事故あるいは交通事故、土砂

災害に巻き込まれるとか、そういう要因別危険箇所

の分類はされたんでしょうか。多分、教育長の答弁

では側溝だけのようだったので、それは入ってない

のかもしれないけど、ちょっと伺います。 

○教育長（有村 孝君） 報告されました61カ所の

危険箇所を要因別に分析をしております。その結果、

交通事故の危険がある箇所が52カ所、水難事故の危

険があると思われる箇所が３カ所、それから転落事

故が予想されるのが２カ所、がけ崩れが１カ所、そ

れに、不審者の出没、不審者が出そうな危険箇所と

いいましょうか、照明が暗いとか人里離れていると

か、そういうところが２カ所、転倒の危険が１カ所、

そのような内訳になっております。 

○７番（中村敏彦君） 一応これは置いておいて、

枕崎市では、この点検結果をもとに最新の安全マッ

プを作成して各家庭にと新聞に載ってましたが、多

分、ＰＴＡ保護者と思いますが、配布する予定であ

ることを５月30日の新聞が伝えておりました。そう

いう意味で、本市の取り組みはどのようになってい

るかお伺いします。 

○教育長（有村 孝君） お尋ねの安全マップの作

成配布についての本市の取り組みでございますけれ

ども、これは例年のことなんですけれども、各学校

においては、通学路をはじめ、校区内のその他の危

険箇所を掲載した安全マップを毎年作成いたしまし

て、そして各家庭に配布をいたします。地域に配布

する場合もございますが。それとともに、児童生徒

に対して安全指導を徹底しております。 

 また、特に枕崎市の痛ましい水難事故を受けて、

市教委からも児童生徒の安全確保に対する指導を徹

底するように、改めて通知文を出したところでござ

います。 

 その内容をちょっと紹介しますと、各学校におい

て安全マップを活用して、危険箇所の学年相応に周

知を図ることと。小学校１年生から中学校３年生ま

でですね。それから二つ目は、通学路の危険箇所を

再度点検し、周知すること。三つ目が、増水した川

や側溝などには絶対に近づかないこと。大雨警報等

に注視し、早目の集団下校や保護者引き渡し等を検

討することなどの具体的な指導を行ったところでご

ざいます。 

○７番（中村敏彦君） 既にそのように動いておら

れるようですので省きます。 

 先ほど、交通事故の危険性52カ所、水難事故危険

箇所３カ所ということでしたが、枕崎市においては、

危険度の高い箇所から安全対策を講じるということ

も同じ新聞で報道されておりました。 

 そういう意味で、これは市長にお聞きしたいんで

すが、点検によって危険度の高い箇所は、今後、安

全対策としてどのような計画をされていくのか、市

長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 通学路の安全対策にかかわ

る本市の計画につきましては、さきに実施した通学

路合同点検の結果を受けて、６月26日に市通学路安

全推進会議を開催をし、学校や警察、道路管理者等

の関係機関を交え、それぞれの危険箇所について、

防護柵の設置、歩道のカラーリングや路面表示、取

り締まりの強化、安全指導の強化など、各機関が対

応可能な対策について検討をいたします。そこで出

された意見等を踏まえ、関係機関の協力を得ながら、

順次、安全対策を講じてまいります。 

 また、子供たちの安全を確保することはもちろん、

そのために日ごろ、立哨指導をしていただいている

スクールガードの方々の安全の確保も大変大事であ

ります。したがいまして、今年度、全ての小中学校
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に反射ベストと誘導棒を計42セット配付をしたとこ

ろであります。 

 以上の通学路の安全対策とあわせて、警察や交通

安全協会等の関係機関、団体と連携した啓発活動や、

広報紙等を通じて交通規制の順守や交通マナーの向

上など、市民全体の交通安全意識の高揚が図られる

よう努めてまいりたいと考えております。 

○７番（中村敏彦君） 私がこの通学路の安全問題

を取り上げたのは、実は、以前、民間で働いている

ときに、安全活動の一環でＫＹＴというのに取り組

んでたんですが、危険予知トレーニングか。１件の

重大災害が発生する背景に29件の軽い事故、災害が

あると。その背景に300件のひやりとしたり、はっ

としたりする要因がある。それを除去することが災

害を防ぐことだということでやってたんですが、そ

ういう意味で取り上げてみました。 

 つい最近、５月の下旬、近隣に住んでいる我々か

ら、ちょっと何でこんなところでと思うような、酔

之尾川に車が転落してドクターヘリを依頼する事故

が発生しました。住んでる者からすれば、もう道路

の行きどまりは川だというのはわかってるんですけ

れど、そこをそのまま走って行っきゃって転落しち

ゃったんですが。その後、ポールが設置されており

ます。安全ポールがですね。 

 そういうこともあったり、南日本新聞の「記者の

目」に、何気ない日常の中に潜む危険箇所のピック

アップをと記載されておりました。この通学路の安

全の問題で。 

 そういう意味で、教育委員会、行政当局でそれぞ

れ取り組んでおられますのでこれ以上申しませんが、

とりあえず、ハードの対策ができないところは、子

供たちの指導をしっかりしていただくということを

要請して、この質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、東育代議員の発言

を許します。 

   ［９番東 育代君登壇］ 

○９番（東 育代君） 皆さん、こんにちは。私は、

さきに通告しました２件について、市長に見解をお

伺いいたします。 

 今朝の南日本新聞の１面に、「口永良部20日ぶり

に噴火」と掲載されておりました。島民の皆様は不

自由な避難生活をいまだに過ごしておられるようで、

大変心が痛みます。 

 先月、５月29日午前９時59分、屋久島町口永良部

島の新岳が爆発いたしました。鹿児島地方気象台は

噴火警戒レベルを最高の５に引き上げ、町は全島民

に避難指示を発令、島民ら137人は、町営船や第十

管区海上保安部の巡視船などで屋久島に避難した。

火砕流は海岸に到達し、住民１人が顔や手に軽いや

けどをした。噴火警戒レベルが５に引き上げられる

のは、2007年12月の制度導入以来、全国で初めて。

新岳は2014年８月３日、34年ぶりに噴火。気象台で

は噴火警戒レベルを１から３に引き上げていたと続

いておりました。 

 屋久島町によると、島では毎年１回、全島民を対

象とした大規模な避難訓練を実施してきた。昨年８

月の噴火を受けて11月に実施された訓練には、鹿児

島海上保安部や消防、警察など７機関と住民、計

126人が参加したとありました。訓練のおかげで慌

てなかった。昨年11月の訓練で、避難所に食料を備

蓄していたことも功を奏したとお話しされておりま

す。 

 徒歩による避難者は次々と車両に乗せ、全住民が

足並みをそろえて番屋ヶ峰の避難所を目指せた。次

にどんな行動をとるのかみんな知っていたので、誰

も迷うことなく動いていた。訓練のおかげで体が勝

手に動いていた。中学３年生の言葉です。 

 さらに学校では、教職員の車３台を生徒らの避難

車両に指定し、いつでもすぐに発進できるよう車の

向きを揃え、全員が乗りおりしやすい場所に駐車す

るなど徹底をしていた。島民全員が無事に避難でき

たのは日ごろの訓練の賜物だと感心させられました。 

 昨年、34年ぶりに噴火した口永良部島新岳の爆発

以降、９月には御嶽山の噴火、11月には阿蘇山で21

年ぶりのマグマ噴火確認があります。2015年５月、

箱根山の噴火と続いておりますし、浅間山も火山活

動が高くなっております。さらには、桜島も今年に

なって500回以上の爆発を記録しております。国内

はもとより、世界のいろんなところで、火山の爆発

だけでなく、地震や大洪水等の災害が発生している
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ようです。 

 私は新岳の爆発による口永良部島の全島民の速や

かな避難を教訓にすべきだと改めて思いました。防

災については、日ごろの訓練はもとより、住民相互

の意識の啓発、行政と住民の情報の共有化が大切で

あると思っております。 

 本市は海と山に囲まれた自然と共生、共存せざる

を得ない地理的環境にあります。さらには、再稼働

間近と言われる川内原発の隣接市でもあります。地

域防災については、自然災害だけでなく、原発事故

への対策も含め、多くの課題を抱えた中での防災対

策が求められております。住民と行政が一体となっ

て、被害を最小限に抑える取り組みが求められてお

ります。 

 梅雨の最中ではありますが、これからの季節は、

台風や風水害等の自然災害が心配されます。市では

これらの災害に備え、市内46カ所の避難所の指定が

あります。避難所は台風の襲来や大雨が予想される

ときなど、必要に応じ開設されるようです。いざと

いうときに備え、普段から避難場所や避難経路を確

認しておき、避難勧告が出されたときには速やかに

避難しましょうと、お知らせ版に避難場所一覧が掲

載されておりました。 

 地震、津波、高潮、洪水、土砂災害と防災ハザー

ドマップには災害の種類が明記してあります。市内

の指定されている46カ所の避難所、あわせて津波避

難適応場所48カ所が明記してあります。この防災ハ

ザードマップは市内の各世帯に既に配布してあるよ

うです。しかし、災害の種類で避難場所が異なりま

す。 

 次にどんな行動をとるのかみんな知っていたので、

誰も迷うことなく動いていた。訓練のおかげで体が

勝手に動いていた。中学３年生のコメントを紹介し

ましたが、本市の場合、さまざまな災害を想定した

とき、異なる避難場所の指定について、住民への周

知は万全なのか、あわせて住民の防災に対しての危

機意識についてもとても気になります。 

 そこで、本市の地域防災計画についてですが、市

内の指定されている46カ所の避難所、また48カ所の

津波避難適応場所について、お知らせ版等で資料の

配布はされておりますが、市民の意識が伴っている

のかと懸念しているところです。災害の種類で避難

場所が異なることもあるが、住民への周知はどうか、

市長の見解をお伺いいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東育代議員の御質問にお答

えをいたします。 

 市では、平成24年度に避難所及び津波避難適応場

所に案内看板を設置するとともに、市内全世帯に防

災ハザードマップを配布し、避難所等の周知に努め

てきたところであります。 

 また、梅雨、台風時期を前に、お知らせ版を通し

て避難所等の周知に努めるとともに、ハザードマッ

プを利用した出前講座などを開催し、防災意識の向

上を図っているところであります。 

 議員仰せのとおり、口永良部島の新岳噴火に伴う

住民避難は、まさに日ごろの訓練の成果があらわれ

たものであり、本市におきましても、市民お一人お

ひとりが、みずからの安全を守る意識を高めること

が重要であると考えております。研修会や出前講座、

防災訓練の実施や自主防災組織の活動促進を図りな

がら、市民の防災意識の向上に努めてまいります。 

○９番（東 育代君） ただいま市長に御答弁いた

だきましたが、配布済みのハザードマップについて、

住民は記載してある内容を十分理解していると思う

か。仮に理解していたとしても、危機意識のない中

で、実際に機能はしないと思われます。 

 そこで、ハザードマップを配布するだけでなく、

実効性の伴うものとなるようにすることが重要では

ないかと思っております。 

 住民に周知してもらう方法について、出前講座等

を実施しているということで御答弁いただきました

が、この出前講座、災害に関することについてです

が、年間何件くらいの出前講座の要請があるのか。

また、災害について、この出前講座を実施したとき

に、市民の反応はどうなのかということについてお

伺いいたします。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 出前講座

の件でございますが、防災対策や自主防災関係に関
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して、平成26年度の実績で申しますと、金山公民館

をはじめ、８件の出前講座の要請がありました。実

際行いますと、改めて、やはり日ごろの防災の意識

といいますかね、その必要性といいますか、大事だ

なということが、皆さんの反応といいますか、理解

していただいたんじゃないかなと理解しております。 

○９番（東 育代君） ただいま26年度で８件の出

前講座ということでございましたが、反応もいろい

ろということですが、参加された方々に、市民の意

識調査等によるアンケートというものも必要ではな

いかと思っているんですが、そこら辺のところいか

がでしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 今、８件

の出前講座があったと言いましたけれども、このと

き、具体的にアンケートという形はとっておりませ

んが、そういうことで、日ごろの訓練の必要性とい

うのはそれなりに理解はしていただいたのではない

かと思っております。 

○９番（東 育代君） 出前講座を受けられた方は

意識を高められたということですが、まだ８件とい

うことであれば、非常に少ない、市全体からすると

非常に少ないと思っております。 

 また、先ほども屋久島町の例を申しましたが、定

期的な避難訓練というのも必要であると思っておる

んですが、地域によって偏りはあると思っておりま

す。定期的に避難訓練等を実施されているところ、

また、全く実施されてないところとあると思うんで

すが、本市の現状をお伺いいたします。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 昨年度、

26年度で申しますと、26年度は合併後初めて市の総

合防災訓練をいたしました。昨年は川上地区で、住

民の参加を得て住民避難訓練等を実施しましたが、

ほかに地域という点では、市来地域の湊地区、それ

から串木野地域では金山公民館、木屋公民館などが

実施をされておられます。 

 今年に関して言えば、今の３地区はそうなんです

が、市の総合防災訓練も今年の10月に一応、冠岳地

区で予定しておりますし、お話によりますと、今年

は、串木野地域の本浦の港町も訓練をしたいという

ことでお伺いしているところであります。 

○９番（東 育代君） 避難訓練とか、そういうの

を実施されているところは、またそれなりに理解を

深めていらっしゃるようですが、まだ全く避難訓練

等が実施されていない、計画のない地域について、

このままでよいのか、地域に任せるのか。市として

のお考えをお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 地域の避難訓練につきまし

ては、日ごろからの訓練が大事だと思っております。 

 先ほど、口永良部島の例を東育代議員がお述べに

なられました。やはり、日ごろの訓練が非常に大事

だと思っております。 

 現在、市においては、地域防災リーダーとなる地

域防災推進員の育成を図っており、その推進員を中

心に、地域の避難訓練の実施に努めてもらうことに

しているほか、自主防災組織の運営補助金等の支援

も行っているところであり、今後も、地域の避難訓

練への支援に努めてまいります。また、市総合防災

訓練を各地域で持ち回りで行うことにより、地域で

の大規模な避難訓練にも取り組んでいくことにして

おります。 

○９番（東 育代君） 地域防災推進員、リーダー

養成ですか、ということでお答えをいただきました。

こういう方々を中心に、まだ全くそういう避難訓練

等が実施されていない地域についても、意識を高め

ていただくということがとても大事であると思って

おります。 

 備えあれば憂いなしと言われておりますが、番屋

ヶ峰の避難所に向かって体が自然に動いていた。口

永良部島の高校生のコメントでありますように、緊

急の場合にきちんと対応ができるということは、住

民への周知が功を奏した、成果があったということ

のようですので、さらに進めていただきたいと思い

ます。 

 次の質問に移ります。 

 ２番目ですが、福祉避難所の指定についてです。

災害救助法が適用された場合において、県や委嘱を

受けた市町村が設置することとなっておりますが、

高齢者や障がい者など、災害時要援護者に対する対

応は大丈夫なのか気になるところです。福祉避難所

の指定について、本市の現状をお伺いいたします。 
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○市長（田畑誠一君） 福祉避難所につきましては、

現在のところ、指定に至っていない状況であります。

これまで避難所を開設する際は、市の公共施設や学

校の体育館など、第１避難所として18カ所を開設し

ておりますが、高齢者や障がい者など、介助が必要

な方やベッドを必要とする方が避難されたケースに

ついて、串木野高齢者福祉センターへの避難を行っ

た経緯もあります。 

 このことから、福祉避難所の指定に向け、市内の

社会福祉施設と協議を始めることにしており、早期

の指定に向け取り組んでまいります。 

○９番（東 育代君） 御答弁いただきましたが、

やはり指定があるということが安心につながります

ので、答弁ありましたように、早期の指定に向けて

整備を進めていただきたいと思っているところでご

ざいます。 

 ３番目に移ります。 

 いちき串木野市地域防災計画の中にあります避難

所運営マニュアルでは、整備の必要な避難所がある

ようですが、現状はどのようになっているのかにつ

いてお伺いしたいと思います。 

 まず、事前対策として、避難所管理責任者の配置

及び避難所管理責任者の業務としては、避難者の把

握、必要物資の管理、災害時要援護者への支援と記

してあります。また、避難所開設訓練の実施として

は、避難所の周知は避難所開設訓練の実施とさまざ

ま書いてありますが、この避難所運営マニュアルの

事前対策について、細かく決めてあるようですけれ

ど、この避難所管理責任者とはどのような方でしょ

うか。 

 また、二つ目に、避難所開設訓練の実施とありま

すが、事前対策についてこれでよいのか。 

 三つ目に、避難所開設訓練のメニューの中にいろ

いろと明記してありますが、テレビ、ラジオ、電話、

ファクスなど未整備の部分も多くあるように思われ

ます。実際機能しているのかな、実効性のある施策

となっているのかな、１次避難所だけを見ましても、

整備の必要な避難所はあるのではないかと思うとこ

ろです。本市の現状をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 指定している避難所の活用、

住民との情報共有、避難誘導などの避難所開設訓練

メニューにつきましては、昨年度から実施している

市総合防災訓練の中で状況を確認しながら実施して

いるところであります。 

 また、毎年、台風時の避難所開設に伴い、第１避

難所に要員を派遣しておりますが、対応できるメニ

ューについては実際に実施している状況もあります。

今後とも避難所の開設が円滑に進むように、日ごろ

から開設訓練メニューの対応に留意しながら、実践

的な避難訓練の実施に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 市長の答

弁に補足説明いたします。避難所の管理責任者は誰

かということもありました。基本的には、一時的に

は最初は市の職員が対応することになると思うんで

すが、長期的になると、運用する人たちが自主的に

運用してもらうということで、またそのとき協議し

てもらいます。 

 この訓練メニューの中には、短期的な、１日、２

日という部分と、長期的な部分という２通りメニュ

ーがありますので、そういう意味では、現在の訓練、

もしくは実際の避難は短期ということですので、15

項目ありますけれども、実際、短期でできるところ

はやってますが、長期にわたるところは、実際、そ

こまでの訓練はなかなかできていないのが現状であ

ります。 

○９番（東 育代君） 短期の実施、長期の実施と

いうことで、短期に対応するようなことはやってい

るということですが、避難所の管理責任者は市職員

ということになっていくわけなんですが、市の職員

を中心に第１次避難所、17カ所ですかね、18カ所で

すかね、市内にあるわけですが、一七、八名がそこ

に行くわけですよね。でも、その職員が責任者とな

って、開設訓練の実施とかメニューとか、そういう

点検についてというところまでのマニュアルにある

ような対応というか訓練というか、日ごろのそうい

う整備というか、そこら辺のところまできちんとで

きているんでしょうかということでお聞きしている

ところです。一応、マニュアルにあります。でも、

それは本当に機能するかなというところが一番心配
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しているところなんですが。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） この訓練

メニューにありますけれども、この中で、現場でで

きること、もしくは事前にやること、それから災害

対策本部で対応するところでいろいろ分かれると思

うんですね。ですので、やっぱり、そういう意味で

は分けながら、全体のメニューとしてはうまくいく

ように役割分担をしながらやっていく必要はあるか

なと思います。そういう意味では、そこの現場全て

という意味ではなくて、やっぱり対策本部、もしく

は事前の準備等と、それぞれの対策本部で役割分担

がありますので、そういうところでお互いに役割を

果たしながら、実践に向けていきたいと考えており

ます。 

○９番（東 育代君） 御答弁をいただきましたが、

やはり１次避難所だけでも、マニュアルにあるよう

な、それに近いような備えが必要ではないかと私は

思っております。 

 特に、この１次避難所の指定で、避難所が学校の

体育館であれば、トイレや水道設備は屋外です。文

化センター、中央公民館となっておりますが、指定

の避難場所は２階となっております。高齢化社会と

なってきている中で、これでよいのだろうか。避難

所として指定するのであれば、利用者が安心できる

運営形態、場所の提供、施設整備が必要ではないで

しょうか。未整備の部分について、市として今後の

整備計画があればお示しください。 

○市長（田畑誠一君） 避難所運営マニュアルにあ

るような整備をしなければ避難所としての役割をな

さないのではないか、安心して避難できる場所とし

ての整備は必要ではないかという御指摘であります。 

 避難所の整備に当たりましては、通信手段の確保

を図る観点から、平成25年度に、ＮＴＴ西日本株式

会社と特設公衆電話の設置・利用に関する協定を締

結し、第１、第２避難所のうち、市の公共施設や県

立高等学校等の体育館に、災害時には優先的に使用

できる電話回線を敷設し、避難所の整備に努めてい

ろところであります。 

○９番（東 育代君） 今、特設公衆電話等の整備

を進めているということでありますが、通信手段が

テレビであったり、ラジオであったり、電話であっ

たり、ファクスであったりというのが、未整備の分

についてはそういう対応をしていただくことが安心

につながると思っております。 

 次の質問に移ります。 

 災害時要援護者の把握について、避難行動支援者

名簿の管理状況及び地域支え合いマップ作成の進捗

状況を伺うものです。 

 災害時要援護者の把握はされているとは思います

が、避難行動支援者名簿の管理の状況についてお伺

いします。対象者が高齢であったり、障害をお持ち

の方であったりしますので、状況は逐次変化すると

思っております。見直し等について、また、支援体

制について十分であるのか、現状をお伺いいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 災害時要援護者名簿につき

ましては、まちづくり防災課でデータを管理してお

ります。福祉課、消防本部、消防団、警察署、民生

委員、社会福祉協議会、自治公民館等で情報を共有

することとしております。 

 なお、災害時要援護者名簿のデータにつきまして

は、民生委員や自治公民館長の協力をいただき、年

１回更新しているところであります。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 行動要支

援者等の支援につきましては、ただいま市長が申し

ました要援護者台帳に基づく支援者というのを基本

的に定めておりますので、そういう方々に支援をお

願いしながら支援をしていくと。どうしても手が足

らないとなった場合は、地域ぐるみで指定をいただ

くことになってますが、実際に要援護者台帳の中に

特定の人を定めずにというところも幾らかあるよう

ですので、そういうところは地域でやりますとなっ

ておりますので、そういう意味で、地域の方々の御

支援をいただきながら避難していただくことになろ

うかと思います。 

○９番（東 育代君） 見直しについては年１回と

いうことと、支援体制については、一番気になるの

が、特定の人を定めずに地域としてやるという御答

弁でありましたが、ここのところは非常に曖昧で、

大丈夫かなと思っております。市全体を把握して、
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それを整理するのはとても時間がかかると思ってお

ります。また、対象者が災害時要援護者となってき

ますと、地域生活における状況の変化は多分にある

と思っておりますし、実態に合わない部分も１年に

１回の整理では間に合わないというのは承知してお

ります。 

 地域支え合いマップの作成というのがありますが、

暮らし安全地域支え合い推進事業の中で、社協に設

置された地域包括ケア体制推進コーディネーターが

地域の見守りネットワークの構築、ニーズ把握、生

活支援などを行い、地域支え合い体制の充実強化を

行うとなっておるようです。委託料が27年度は昨年

と同様の319万の計上がありますが、単位公民館や

地区コミュニティ協議会を中心にこの地域支え合い

マップ作成の準備を進めていらっしゃるようですが、

現状についてお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 地域支え合いマップの現状

についてお尋ねであります。市が委託をし、現在、

社会福祉協議会に取り組んでいただいております支

え合いマップの進捗状況でありますが、この支え合

いマップ作成は、単にマップをつくるだけでなく、

自治公民館長を中心に、民生委員や近所内の触れ合

い、助け合いの実態を知っている方が集まって、要

援護者に誰がどのようにかかわっているか意見を出

していただき、今後どのようにかかわっていくかを

話し合っていただくものであります。 

 お尋ねの、これまでの現状ですが、平成24年度が

４公民館、平成25年度が12公民館、平成26年度が９

公民館の、これまで合計25公民館でマップの作成が

済んでおるところであります。 

○９番（東 育代君） 先ほども、支援体制で特定

の人を定めず地域でということで、この支え合いマ

ップというのが非常に重要な役目をしてくると思う

んですが、ひとり暮らしや認知症あるいは老々世帯、

さらには施設入所から在宅へと政府の方針も示され

ております。地域の高齢化率はますます高くなって

いきますが、自治公民館単位で支え合いマップの整

備が進んでいきますと、地域の様子が見えてきます

し、お互いに情報を共有化することで地域生活での

安心、安全に期待ができます。特に緊急時には、地

域に合った素早い対応ができるのではないかと思っ

ているところですが。 

 先ほど、25のマップが作成に至っているというこ

とですが、地域の実状に合った支え合いマップが整

備されることは、高齢者や障害をお持ちの方、災害

時要援護者の方にとっては安心して地域社会の中で

生活ができると思っております。 

 マップ作成に対してですが、市としての今後の作

成の数値目標というのはあるんでしょうか。お聞き

します。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど答弁いたしましたと

おり、平成26年度までに25公民館でマップの作成済

みであります。昨年は、民生委員協議会や市まちづ

くり連絡協議会、在宅医療推進委員会など、各種会

合に出向きまして趣旨等の説明をさせていただいて

おりますが、今後においても、引き続き各種会合に

参加させていただき、趣旨説明を行い、一つでも多

くの公民館に支え合いマップづくりに取りかかって

いただくように推進してまいりたいと考えておりま

す。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 先ほど御

質問で、数値目標を定めているかという御質問でご

ざいましたけれども、特段、数値目標というのは定

めておりませんが、ただいま市長が答弁いたしまし

たように、一つでも多くということを常に念頭に置

きながら取り組んでいきたいと考えておるところで

ございます。 

○９番（東 育代君） 数値目標はないということ

なんですが、市内全体からいたしますと、25カ所と

いうのはとても少ない数ではないかと思っておりま

す。やはり支援体制の充実というのは、支え合いマ

ップができますと地域の様子がわかりますので、い

ろんなことに対応ができると思っております。災害

時だけでなくて、よく認知症の徘徊とかいろんな情

報がありますね。そういうときにも、このマップが

あると非常に助かると思っておりますので、やはり

きちっとして、市としても、大体、幾つのマップが

できるのが理想なのか、市内にどのくらいできるの

が理想なのか、また、それに近づけるためにどのよ

うなことが考えられるのか、数値目標はきちっと定



 
- 61 - 

めていただいて、年次ごとに。26年は９カ所、25年

は12カ所ということで、今25カ所ですが、ちょっと

少ないのかなと思っておりますので、ぜひ目標を設

定していただいて、地域の中でこういう支援体制に

ついてもう少し真摯に考えていただきたいなと思っ

ているところですが、いかがでしょうか。 

○福祉課長（東 浩二君） 数値目標の関係になり

ますけれども、まずこの支え合いマップ、これはも

う市内全域、全公民館で取り組んでいただきたいと。

非常に内容的に、先ほど議員がお述べになりました

とおり、これは災害時だけではないんですね。日ご

ろの見守りと近所の方がいろんな行動、例えば、認

知症を患われた方とか、あるいはひとり暮らしでお

一人でいらっしゃる方に対して、どのような行動を

されていらっしゃるんだろうと声かけをしていくと

か、そういうことで非常に大事な事業でございます。

ですから、市としましても、できるだけ早い時点に

取り組みが進んでいくようにということで、公民館

長等にもいろいろと要請しながら、また、民生委員

の定例会におきましても、民生委員のほうに取り組

みを急ぐようにということでお願いをしているとこ

ろでございます。この必要性というのは非常に高い

と思っておりますので、今後におきましても、一日

でも早く、一つでも多くの公民館が取り組んでいた

だくようにと考えているところでございます。 

○９番（東 育代君） 市内の公民館単位という御

答弁をいただいたんですが、百四、五十の公民館が

ありますよね、市内に。その中で言いますと、25と

いうのは非常に少ないと思っておりますので、ぜひ、

これからもきちっとした数値目標というのを掲げて

いただいて、そしてそれに近いような形で整備を進

めていただきたいなと思っているところでございま

す。 

 次の質問に移ります。 

 介護施設、保健師等との連携はしっかりとできて

いるのかということでございます。災害時要援護者

の場合、一般の避難所では生活に支障があると思わ

れます。災害救助法が適用された場合において福祉

避難所での受け入れとなると思いますが、一時的な

避難場所として、介護施設等での受け入れは可能な

のか。介護施設との連携について、先ほども少し御

答弁いただいたんですが、再度お聞きいたします。 

○市長（田畑誠一君） 本市では、現在、民間の介

護施設等での避難行動要支援者等の受け入れは行っ

ていない状況であります。ただし、各介護施設の自

主的な判断で、災害時に地域住民の方々を受け入れ

ていただいている施設もあるようです。市としまし

ては、社会福祉施設への避難行動要支援者等の受け

入れの実現に向けて、市内の社会福祉施設と協議を

進めていくこととしております。 

○９番（東 育代君） ぜひ、自主的な判断で受け

入れをなさっているということではございますが、

制度的にきちっと整えていただきたいなと思ってい

るところでございます。 

 避難所に保健師さんや女性の方がいてくださると

いいのですがというのは、市民と語る会の中で、女

性の民生委員さんから御意見がございました。被災

者の支援には心身のケアも大切となってきますが、

避難所においても保健師さんなどがいてくださると

安心されます。 

 そこで、避難所に保健師さん等の配置はできない

のか、避難した人の受け入れ環境の整備についてお

聞きします。要望があれば保健師さんとの連携とれ

るのでしょうか。市の考えをお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 被災者への支援には心身の

ケアが大変重要であります。そのために、今、お述

べになられましたとおり、避難所へ保健師を配置す

ることはとても効果的であると思います。避難して

いる皆さん方に安心していただける。効果的だと思

いますが、しかしながら、現在の人員体制で全ての

避難所に保健師を配置することは難しく、今後、ど

の避難所へ配置できるかなど、検討をしてまいりた

いと考えております。 

○９番（東 育代君） 御答弁いただきました。本

当に全ての避難所で受け入れというのは無理という

のは思っております。今後は、保健師さん対応の避

難所の指定というのもあってもいいのではないかな

と思っておりますので、ぜひ前向きに検討していた

だきたいと思っております。 

 姶良市では、姶良市と姶良地区医師会が災害時の
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医療機関に、医療救護に関する協定書を結んだと新

聞での記事が掲載されておりましたが、本市の場合

における災害時の医療救護に関する医師会との連携

はどうなっているのかお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 医師会との協定のことであ

りますが、本市におきましても、昨年５月１日に市

医師会と災害時の医療救護活動に関する協定を締結

し、災害時の医療救護活動や医療救護班の編成業務

等を取り決め、体制を整えているところであります。 

○９番（東 育代君） 御答弁いただきました。昨

年の５月１日に体制整備が進んでいるということで

ございました。 

 災害時要援護者の対応ということで、また、市民

と語る会での御意見があったんですが、災害発生の

とき、一般の避難所での生活困難な方に対して、旅

館やホテルあるいは国民宿舎等の利用はできないか

という声がありました。もちろん、経費等のことも

発生しますが、市としてのお考えをお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 国民宿舎等の宿泊施設を要

援護者等に対する避難所に指定することは、宿舎の

本来の用途から判断し、また、一般の宿泊客がいる

状況等を勘案いたしますと、難しい面があるのでは

と考えております。 

 ただ、国民宿舎等の旅館、ホテルは避難が長期に

わたった場合の移動先、または避難所で体調を崩さ

れた方の受け入れ先としての活用について検討して

まいりたいと考えております。 

 なお、避難行動要支援者の避難に当たっては、社

会福祉施設への受け入れができないか、協議を進め

ていくことにしております。 

○９番（東 育代君） 御答弁をいただきました。

社会福祉施設で受け入れができるような体制であれ

ばということでございますので、そこら辺のところ

も前向きに検討していただきたいと思っております。 

 次の質問に移ります。 

 自主防災組織の現状について伺うものです。資料

では、住民による自主防災組織の設置は21カ所とあ

るようです。市全体からすると、もう少しあっても

よいのかなと思っております。現在進行中のところ

もあるかもしれませんが、防災ハザードマップによ

りますと、避難指示の伝達方法では、まず、１番目

には市から防災行政無線などを利用して伝達します。

２番目に、市から自主防災組織を通じて、関係者が

直接、口頭及び拡声器により伝達しますと伝達方法

が明記されております。災害時には、この自主防災

組織の位置づけが重要な役割を成してきているよう

です。本市の住民による自主防災組織の現状につい

てお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 防災訓練等を実施する自主

防災組織は、昨年、新たに２自治公民館が結成届を

提出され、現在、22の組織が結成されている状況で

ありますが、その全ての自主防災組織が積極的に活

動されている状況にはない面もあるようであります。 

 ただし、避難行動要支援者を支援するという点で

は、全ての自治公民館で取り組んでいただいており

ます。 

 市におきましては、災害時における被害の防止及

び軽減を図るため、自主防災活動を積極的に推進し

ております。公民館等から防災に関する出前講座の

依頼があった際にも、自主防災組織の結成に向けた

働きかけを行うとともに、防災活動を実施する自主

防災組織の活動に対し、補助金を交付するなどの支

援も行っているところであります。 

○９番（東 育代君） この資料には、21と最初に

載ってるんですよね、地域防災計画マニュアルでは。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 26年度末

では、26年度に結成されたところもございまして、

現在は22自主防災組織となっております。 

○９番（東 育代君） 22、結成されているという

ことでございますが、住民による自主防災組織は、

火災だけでなく災害時にも機能を発揮するものと認

識しております。いざというときに機能することが

前提となってきます。 

 そこで、既存の自主防災組織が設置されていると

ころについて、避難訓練、特に要援護者への対応、

避難所の点検整備、未整備部分の確認など、定期的

に実施されているのか、市で把握されておられる範

囲で結構ですが、現状はどうなのかお聞きします。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） これは全

ての自主防災組織というわけではございませんが、
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ある自主防災組織では、防災訓練、消火訓練はもと

より、危険箇所の防災点検、それから災害弱者の把

握、高齢者世帯への声かけ、それから防災研修会等

を自分たちで実施される、そのほかリーダー養成に

も参加される、そのような活動をなさっている自主

防災組織もございます。 

○９番（東 育代君） さまざまな活動をされてい

るということですが、この22の中で、どのくらいさ

れてるのかなというのが一番気になるところでござ

いました。実効性のある自主防災組織が全市的に広

がっていくことは市民生活の安心、安全につながる

と思われております。 

 現段階では、自主防災組織のないところについて、

市の取り組みをお聞きしますが、地域の自主性に任

せるのか、自主防災組織の立ち上げを支援していか

れるのか、市の考え方をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 災害発生時に被害の防止や

軽減を図るためには、何と申しましても、自助、共

助が大切であると思います。そのためには、自主防

災組織が必要不可欠であると考えています。自主防

災、地域防災の積極的な活動をする組織への支援を

行うことはもとより、防災研修会や出前講座等を通

して、防災意識の向上を図るとともに、自主防災組

織の必要性を認識していただき、組織の充足率を高

めてまいりたいと考えております。 

○９番（東 育代君） ぜひ、自主防災組織が地域

に一つでも増えていくことを期待をしているところ

でございます。 

 次の質問に移ります。 

 まちづくり協議会、自治公民館、消防団との連携

について伺うものです。市内には12の消防分団があ

るとお聞きしております。先ほども、市長がお述べ

になられましたが、防災については、自助、共助、

公助と言われております。しかし、災害が発生した

とき、災害時要援護者の対応が重要課題となってき

ます。市として、災害時要援護者の把握については、

避難行動支援者名簿や地域支え合いマップの作成な

どで整備が進められているようでございます。支援

を受ける人、支援を提供する人については、避難行

動要支援者名簿の作成があるようなので大丈夫とは

思いますが、緊急時に対応できる、また、実効性が

あるかが重要であります。マニュアルどおりに行動

できるかどうかであります。 

 地域によっては支援体制が弱いところもあるでし

ょう。そのようなとき、地域の消防団員との連携が

スムーズにとれるのであれば、安心、安全な地域で

はないかと思っております。まちづくり協議会、市

内16の地区の公民館でつくるとき、マニュアルの中

には消防団などの各種団体なども構成員となってと

ありますが、地区まちづくり５カ年計画の中で、地

域の消防団の活動の位置づけがしてあるところ、そ

うでないところがあるようです。 

 16地区のまちづくり協議会に対して12の消防分団

があるようです。１地区１消防分団の場合は連携が

とりやすいかもしれませんが、複数のまちづくり協

議会を抱えると課題もあるのかなと思ってはおりま

す。避難所開設に伴う誘導等の支援を含め、災害時

の危険予測の段階でも支援ができますよとあれば、

地域住民としてはとても心強いのではないでしょう

か。 

 地区まちづくり協議会の中で、地域の実状に合っ

た防災の取り組みについて、地区消防団の位置づけ

がどのようになっているのか。特に、災害時要援護

者を抱えた家族にとっては気になっております。地

域にある消防団とまちづくり協議会、自治公民館と

の連携がとれるような体制づくりが理想と思います

が、現状はどうなのかお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 地元と地域の消防団との連

携がとれるということは、災害時にとても心強いこ

とであります。お述べになられたとおりであります。 

 そこで、災害時における消防団の活動としては、

原則として消防本部の指揮下に入り、消火活動はも

とより、広報、避難誘導等を行うこととされており

ます。避難行動要支援者の避難に当たっては、要援

護者名簿に留意し、まちづくり協議会、自治公民館

等と連携を図りながら、避難誘導に努めることとし

ております。 

○９番（東 育代君） 消防団との連携が必要であ

るということは答弁いただいたんですが、このまち

づくり計画、５カ年それぞれつくっていらっしゃる
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んですが、その中に、構成員として消防団の位置づ

けがあると、消防団の方々は地域内の実状も見えま

すし、地域も消防団の活動が見えてくるものと思い

ます。それぞれの分団には後援会の組織もあるよう

ですので、上位法の共有も可能になるのではないか

と思っております。 

 避難所開設の案内があったときに、支援が必要な

人がどこにいるのか事前に協議がなされていたら、

慌てることなくスムーズな行動がとれることになる

と思っております。地域にある消防団とまちづくり

協議会、自治公民館との連携がとれるような体制づ

くりについて、市も積極的にかかわることも重要で

はないかということでございます。 

 まちづくり協議会、５カ年計画がそれぞれつくら

れておりますが、途中のところもありますが、その

中で、消防団の位置づけというのがあるのか、ない

のかということをお聞きします。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） それぞれ

16地区でまちづくり協議会を設置されておりますが、

この中に地域の消防分団が構成員として入ってると

ころは、市内の16地区のうち10地区のまちづくり協

議会の中にそれぞれの分団が入っていらっしゃいま

す。 

○９番（東 育代君） 16地区のうち10地区という

ことですので、やはり、全部の地区できちっと消防

団との連携というのがとれるような体制づくりとい

うのも大切ではないかと思っての質問でございます。 

 あわせて気になるところで質問しますが、避難所

の開設が始まりました、早目の避難をしてください

と防災行政無線で放送があったときに、市民はもう

避難体制に入ります。動き出します。日が暮れて、

外は強風が吹き荒れ、雨足が強くなり、雷が鳴り響

いている。移動手段はない。このようなときに、高

齢者や障害をお持ちの方、災害時要援護者の方は、

支援体制が整備されていれば避難所へ行くことが可

能です。台風等の接近の場合は事前に予測ができる

というものの、避難所は台風の進路とにらめっこし

ながらの開設となりますので、現状は厳しいです。 

 支援を必要とするとき、地域の消防団の方々の協

力をいただければという声があります。地域活動の

中で、実際に動いておられる方もいらっしゃると思

います。しかし、現状では、このような活動の中、

万が一の事故やけがが発生しても公務災害の対象に

はならないようにお聞きしております。自己責任と

なるようです。災害対策本部が立ち上がれば、待機

あるいは出動となれば公務となるでしょうが、避難

所開設や災害発生の危険予測の段階である事前活動

に対しては、住民への支援に対して、公務災害や費

用弁償などの補償がないようにお聞きしております。 

 災害時の地域における支援活動に対して、市の地

域防災計画の中で、消防団と地域との体制整備につ

いて、万が一の事故やけがに対しての補償、環境整

備を願っていますが、いかがでしょうか。 

○消防長（原薗照明君） 消防団員の公務災害につ

いてでありますけれども、公務災害認定の基本的な

考え方としまして、活動命令がない消防団員が活動

して負傷等した場合につきましては、公務災害に該

当する公務遂行性があるか否かにより判断されるも

のでありまして、その公務遂行性とは、上司、ここ

では団長とか副団長とか分団長さんとかの命令に従

い、正規の消防団活動に従事していることが必要で

ございます。 

 以上でございます。 

○９番（東 育代君） 正規の消防団活動に従事し

ているかどうかということでございますが、それは

当然だと思っているんですが、やはり、市の地域防

災計画の中で、消防団と地域との体制整備について、

万が一の事故やけがに対しての補償とか環境整備を

願っての質問であるんですが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 公務災害と認められるよう

なシステムづくりについてでありますけれども、こ

れは人道上、救済は必然と考えられることから、事

前命令や迅速な連絡等による下命など、公務と認定

できるような運用のあり方について、消防補償等事

業を取り扱う鹿児島県市町村総合事務組合と協議し

ながら、研究をしてまいりたいと思っております。 

○９番（東 育代君） やはり地域活動の中でも、

もし何かあったら認めてもらえるような体制を整え

ていただきたいなと思っているところです。 

 消防団の活動というのは、団本部からの指示とい
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うことでございますが、もちろん、消防本部からの

指示に従って行動をなさるようです。逆パターンで、

地域から地区の消防団へ協力要請があったときに、

緊急の場合には、分団長の判断でダイレクトに団へ

の指示ができるシステムとなると対応が早くなるの

ではないのかという声もあります。 

 もちろん、同時に本部への報告はしていただくこ

ととなると思いますが、緊急時、急を要する場合、

指示を待つまでのロスタイムを考慮すると、対応も

早くなるのではないかと思っております。 

 危険予測の段階での消防団の活動についてお聞き

いたしますが、指示命令、情報伝達の許容範囲につ

いての消防団の活動システムの整備について、いか

がでしょうか。 

○消防長（原薗照明君） ただいまの質問にお答え

しますけれども、先ほども、市長が答弁されました

ように、事前の命令あるいは迅速な連絡等による下

命などをこれから研究いたしまして、公務災害認定

につなげられるような考え方をこれから研究し、検

討してまいりたいと思うところでございます。 

 以上です。 

○９番（東 育代君） 防災については、自助、共

助、公助とお聞きしておりますが、まずは自分の身

は自分で守るのが大前提であることは重々承知して

おりますが、御承知のように高齢社会になってまい

りますと、皆様のお手を借りて自分の身も守るとい

うこととなるようです。地域防災計画が実効性のあ

る施策の展開となることを願っての質問でございま

した。 

 次の質問に移ります。 

 空き地・空き家対策について。この質問は、私を

含め、４人の議員が一般質問で市長の見解を問うよ

うです。同僚議員と重複する部分もあると思います

が、御了承願いたいと思います。 

 先ほどから同僚議員も申しておりましたが、全国

820万戸に及ぶ空き家に対して、特別措置法が全面

施行されました。自治体では、治安や防災上の問題

が懸念される空き家の所有者に撤去や修繕を勧告命

令できると規定をしております。また、全面施行に

より、倒壊や衛生上著しく有害となるおそれがある

といったとき、特定空き家の持ち主に自治体が改善

を求める仕組みがスタートしたようです。 

 そこで、特定空き家の現状と課題についてお伺い

いたします。政府が示す特定空き家について、危険

廃屋の解体費用の補助制度を利用する方もあるよう

ですが、特定空き家に認定されるような放置空き家

について、同僚議員の質問で答弁をいただいたとこ

ろですが、本市の現状について、再度お聞きします。

あわせて、本市の特定空き家についての課題とはど

のようなものでしょうか。お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 平成26年６月議会におきま

してお答えをいたしました本市の空き家は921戸、

危険家屋は99戸であります。これは、行政嘱託員を

介した初期調査での目視による戸数でありますので、

このまま全てが特定空き家に当てはまるわけではな

い面もあるのではと思っております。 

 長期空き家などの課題についてでありますけれど

も、本市の空き家は、先ほど申し上げましたとおり、

初期調査で921戸となっておりますが、空き家バン

クについては、本市はまだ設置をしておりません。

今後について、空き家の利活用について検討してま

いりたいと思っております。 

 なお、これまで空き店舗等を活用した促進事業の

実績としましては、平成25年度が８件、26年度が18

件になっております。 

○９番（東 育代君） 御答弁いただきました。今

後、ますます増えることが予想される特定空き家と

なってしまった放置空き家について、所有者、管理

者と連絡がとれなくなってくるような状況もあると

思うんですが、連絡がとれないような特定空き家に

ついて、市の取り組みをお伺いします。 

○生活環境課長（住廣和信君） 今後出てくると思

いますが、現時点におきましては、相談等があって

連絡のとれない空き家は今のところございませんの

で、今後については、出てきた段階で対処していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○９番（東 育代君） 次の質問に移りますが、危

険廃屋と長期空き家の中で、危険廃屋以外の現状と

課題についてということで、お伺いいたします。 
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 空き家の現状については、住宅の供給過多と人口

減少を背景に、全国的に増加傾向にあるようです。

商店街振興対策補助金制度を活用して、空き店舗対

策の一環として事業を始められた人もあるようです

が、危険廃屋でない長期間利用目的のない放置空き

家について、本市の現状をお聞きします。あわせて、

本市の課題についてもお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたが、

今後について、やはり空き家の利活用について検討

していかなきゃならないと考えております。 

 なお、これまでの活用の仕方としては、先ほど申

しました、促進事業の空き店舗等を活用した促進事

業の実績としては、25年度８件、26年度が18件に上

っております。 

○９番（東 育代君） 先ほどからの同僚議員での

質問で答弁もあったわけですが、特別措置法に基づ

いて行政が解体、撤去した場合、所有者が費用の請

求に応じない、あるいは、所有者と連絡がとれない

状況が生じたときに、そこの土地は市の所有となる

のか。市有地とするための課題があればお伺いしま

す。 

○生活環境課長（住廣和信君） ただいまの質問は、

行政代執行を行った場合に、その費用を本来は所有

者に対して請求するわけですが、それが取れなかっ

た場合、その土地が市の土地になるかということで

あります。それにつきましては、個人の財産であり

ますので、それを市の所有にするということはでき

ませんで、この法律の中でも、やはり手順としまし

ては、指導、助言、それから勧告、命令、こういっ

た手続をとっていくわけで、それについてはやはり

慎重な手続となります。 

 それ以降に、もしなった場合につきましては、今

度は市で裁判、民事訴訟を提起して、裁判所の決定、

判断に基づいた上で、公売なりということは可能で

はないかと思いますが、何分にも個人の財産という

ことで、相当慎重にやらざるを得ないと考えており

ます。 

 以上です。 

○９番（東 育代君） 大変厳しいということでご

ざいますけれど、ますます増えてきますし、また、

それなりの課題もたくさん出てくると思います。 

 次の質問に入ります。 

 空き地の管理についてでございます。梅雨時期に

なりますと、雑木や雑草が驚くほどの勢いで成長し

ます。雑草で繁茂した空き地には、心無い人たちの

空き缶やごみの投げ捨てなどがあります。犬のふん

の放置や猫の餌づけをする人もおります。モラルを

疑うような事態に不快な思いをお持ちの市民の方も

多いようです。 

 ５月25日からの市民と語る会でも空き地の適正管

理について苦言がありました。市のほうにも苦情や

苦言や、また相談があると思っておりますが、空き

地の適正管理について、市としてのお考えをお聞き

します。 

○市長（田畑誠一君） 空き地に雑木が繁茂してい

たり、犬や猫が住みついていたりして、衛生上好ま

しくないところが見受けられます。甚だ隣近所、ま

た社会全体として迷惑な話でありますが、本市にお

きましては、ごみ等の散乱、愛玩動物のふんの放置

などの防止及び土地建物の適切な管理について、市

民の手による美しいまちづくり推進条例に基づいて

実施をしております。また、今のところ、所有者が

市外の方で連絡がとれない方はございません。 

 ちなみに、空き地の草の繁茂等による相談件数は、

平成26年度が72件、平成27年度が、現在まで７件に

至っております。 

○９番（東 育代君） 行政のほうから所有者に、

あるいは管理者に連絡をとって除草などの指導はし

ていただいてることは承知しております。即対応し

てもらえるところだけではないようです。所有者の

了解がないと、勝手には伐採できません。 

 市民の手による美しいまちづくり推進条例の制定

はあるものの、また、先ほどから述べておりますが、

空き家のことについても、特別措置法というものが

あるものの、人口減少社会の中で、今後ますます空

き家、空き地は増えてくることが予想されます。空

き家、空き地の適正管理については所有者が責任を

持っていただくことが前提ではありますが、所有者

も世代がかわったり、管理する人も高齢になったり

と、今後ますます厳しい状況となっていくことが想
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定されます。議員として、また一市民として、市と

一緒に住みよいまち、住み続けたいまちづくりの構

築を願っての質問でございました。 

 以上で、全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） ここで、昼食のため休憩

をいたします。 

 再開は午後１時５分といたします。 

             休憩 午前11時51分 

             ───────── 

             再開 午後１時05分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、福田清宏議員の発言を許します。 

   ［17番福田清宏君登壇］ 

○17番（福田清宏君） さきに通告いたしました事

項について、順次質問を行います。 

 一つ目のコミュニティ自動車の運行について質問

をいたします。 

 現在、いきいきバスやいきいきタクシーが運行さ

れております地区において、高齢化が進む住民の交

通手段としての利便性をより以上に図るため、地区

まちづくり協議会を中心とする運営協議会を組織し、

10人乗りワゴン車を市が購入して貸与し、応分の必

要経費を補助してのコミュニティ自動車の運行はで

きないか伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。答弁をいた

だき、その後の質問は質問者席から行います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 福田清宏議員の御質問にお

答えをいたします。 

 地域が主体のコミュニティ自動車は、地域住民の

要望に応じての運行が期待できる反面、運転手の確

保など、地域の負担も大きいものと思われます。ま

た、コミュニティ自動車の運行に当たっては、バス

会社やタクシー会社などの経営圧迫とならないよう、

配慮も必要かと考えます。 

 地区まちづくり計画の中で、交通手段の確保を掲

げている地区もありますが、現時点では具体的な取

り組みをしている地区はないようであります。 

 導入に当たりましては課題もあるようであります

ので、地域と一緒になって研究をしてまいりたいと

考えております。 

○17番（福田清宏君） 旧串木野市議会の時代にこ

の質問をした経緯はあるんですが、当時は一蹴され

ました。というのは、まだ人口がそこまで過疎化が

進んでなかったり、高齢化が進んでいなかったりし

たんだろうと思います。 

 ですが、今のこの時代にあって、どうしてもやは

り地元に交通手段が必要じゃないのかなということ

を思いながら、３年前に資料を取り寄せて、実施し

ている市からですね、ずっと温めてきたんですが、

やはりここはひとつ市長とやりとりする時期かなと

いう思いがしての質問であります。 

 今、地区からの要望は私も聞いておりません。聞

いておりませんが、いろいろと素人ながら見ていき

ますと、道路運送法の事業区分で、自動車による輸

送で、自家用車で無償、乗車料が無料、こういう場

合にはその規制の対象外という項目があるようであ

りましたので、あえてそのときでも車両の運用につ

いては市町村の車両による無償住民輸送ということ

の流れをとると、そういう形がとれるんじゃないか

という流れがありましたので、あえて今回こう質問

をしました。 

 そういうことでいろいろ考えていけば、質問をた

くさん準備しておりますが、はしょっていきます。

また体調のいいときにゆっくりと議論させてくださ

い。 

 この自動車の運行は、まず市が10人乗りのワゴン

車を買って貸与するよと。それについてはコミュニ

ティ自動車の貸与事業の規定を市もつくらないとい

けないでしょうけれども、するよと。あわせて、必

要経費の半分以上は補助するからというのがまず前

提にないと、先に進まないだろうと思います。 

 それを受けて、地区の、まちづくり協議会を中心

と書きましたが、地区の有志でもいいと思います。

そういうところでこの運行に関する事案をいろいろ

と検討していくと。今、市長が答弁されましたよう

に、運転手の問題とか路線バスの問題とかいろいろ

ありますが、やはり運営資金の検討、調達というの

が一番だろうと思うんですね。もし地元でやるとす
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れば、必要経費の２分の１、あるいはそれに近い資

金を調達しなければならないというのがありますか

ら。 

 ただ、公民館の負担金として均等割とか世帯割と

かという方法もあるでしょうけれども、広報紙の配

布委託を活用する中で、二十数万円なんだろうと思

いますが、どの地区も、そういう委託料が入ってく

るのもありますし、それをそういう形に使えれば、

あとは健康づくり事業の交付金の活用、いわゆる特

定健診が60％を超せば５万円プラス人数の100円と

か、65％を越せば７万円のプラスアルファとか、

70％を超せば10万のプラスアルファとか、こういう

交付金もありますから、そういうのを活用したり、

あるいは行く行くうまく回りだしたら、地域によっ

てはスクールバスの委託料も運用していけるんじゃ

ないか。そういうようなことやら、いろいろ考えて

いきますと、何とか資金繰りがなっていくのかなと。

それでも足らんときには寄附に頼っていくとか、そ

ういういろんな方法があると思います。 

 先ほど言われたように、継続的な運転手の確保と

いうのが、１日何千円かの報酬しか恐らく出せない

と思いますので、それを地区で手を挙げてくれる人

がいるのかいないのか。 

 あるいは利点としては、運行のコースですね。コ

ースを自分たちで全て決められる。あるいは停留所

も全て決められるということになりますから、そう

いうことからすると、やはりこの制度が何とか形に

ならないのかなと。 

 まずは市長が、よし、やるところがあるなら、自

動車の貸与をやるという気持ちになってくれないと、

まずスタートが切れないと、こういう制度になるん

じゃなかろうかと思うんですが、その辺についても

う一度御答弁をお願いします。 

○市長（田畑誠一君） 高齢化社会がどんどん進行

していく中で、より身近な住民サービスという思い

からの御提案じゃなかろうかと思います。 

 そうだと思いますが、先ほど申し上げましたとお

り、やるとなったら、これはやっぱり運転手さんの

確保とか、それから諸経費を幾らぐらい市が負担を

するのかとか、あるいはもっと言わせてもらいまし

たら、民間事業所の圧迫にならないのかなとか、い

ろんな配慮すべき点があると思います。 

 いずれにいたしましても、地域の皆さんと協議し

ながら、これから研究をしてまいりたいと思ってお

ります。 

○17番（福田清宏君） ぜひそういうようなことで、

よく最近言われます買い物弱者とか交通弱者とかい

う言葉がありますが、好きな言葉じゃありません。

ですが、そういうこと等の解消をするためにも、や

はりみずからの地区でみずからの足については検討

していくという姿勢がそこに生まれれば、市長に対

してのお話が出てくるんじゃないかなと。そういう

ことを期待しながら、この項を終わりたいと思いま

す。 

 次の２番目は、藻場造成とウニの除去について伺

います。 

 一つ目は平成21年９月の定例会において、市内４

漁業協同組合が一つの活動組織をつくり、藻場の造

成、食害生物ウニの除去などの活動をすることを支

援するため、環境生態系保全活動支援事業が初めて

予算化されました。その活動の今日までの推移につ

いて伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、お述べになられました

とおり、平成21年度から市内４漁業協同組合で組織

されるいちき串木野市藻場造成グループの活動が始

まりました。この活動は、平成21年度から環境生態

系保全活動支援事業と銘打って始まり、平成25年度

からは水産多面的機能発揮対策事業として、今年度

も引き続き活動を行っております。 

 活動の内容は、ヒジキやホンダワラの母藻の設置、

アマモの種まき及び移殖、ウニの除去、追跡調査で

あります。アマモの種まき及び移殖では、小学生と

漁業者が一緒に活動し、つくり育てる漁業を学ぶ体

験学習の場となっております。また、ウニの除去は、

毎年11月から翌年２月にかけまして、平均で年40回、

2,900キログラムの除去活動を行っているのがこれ

までの経緯であります。 

○17番（福田清宏君） 新しい事業に継承されて、

藻場の造成等々についての取り組みを多とするもの

でありますが、やはりこういう事業については追跡
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の調査というのも必要じゃなかろうかと思うんです

けれども、以前は水中ロボットとか、いろんな形を

とりながら、魚礁の場合は調査した報告を受けまし

たが、この事業についての調査というのは行われて

いるものなんでしょうか、どうでしょうか。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 本事業につきまし

ても、活動の成果等を確認しておりまして、一部を

除き、おおむねアマモの生育が良好で、アオリイカ

やコウイカ等の産卵を確認しております。ウニの除

去につきましては、限られた区域での活動でありま

すが、漁業者のほうからも藻場の回復などの成果が

上がっていると聞いているところでございます。 

○17番（福田清宏君） 引き続きこの事業は推進し

ていただきたいと思うことであります。 

 次に２番目ですが、串木野新港の建設に伴いまし

て、共同漁業権の一部が放棄された海域に、鹿児島

県と一緒になって鉄かごで覆った増殖プレートを設

置して、藻を育成し、繁殖させて、各漁協の共同漁

業権内に移設して藻場造成を行う事業はできないか

をお伺いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） 共同漁業権が放棄された海

域に藻場造成を行う事業はできないかという御提言

であります。 

 市としましても、藻場の造成については水産資源

を育成する上で重要であると認識しております。先

ほどのいちき串木野市藻場造成グループによる活動

に対する助成のほか、市の事業として、藻場礁の設

置、藻場増殖プレートの設置事業等を行い、一定の

成果を確認しているところであります。 

 御提言いただきました海域につきましては、港湾

区域で管理者は県でありますので、県と協議し、今

後、現在実施している事業の状況等を踏まえ、食害

対策についても考慮しながら、関係機関と連携を図

り、研究してまいりたいと考えております。 

○17番（福田清宏君） ぜひそういう形での研究を

お願いしたいと思うことであります。 

 魚つき林があったり岩礁があったりで、非常にい

い藻場であり、仔魚、稚魚の育成にはいい場所では

なかろうかなと思っているところですが、今年の６

月３日に国立研究開発法人水産総合研究センター西

海区水産研究所の視察研修をする機会がありました。

藻場造成はウニの除去を並行してやらなければ効果

がないとか、鉄かごで藻を覆った増殖プレートによ

る育成の試みが必要であると。なぜならば、食害は

ウニだけでなくて、魚も食べるんだと。また、その

映像も見てきましたが、藻を海中に落とすと、すぐ

群がってなくなる。そういうふうに魚の食害という

のがあるということやら、あるいは藻場は、魚もで

すが、イセエビの仔魚、稚魚のすみかとしても非常

にいい環境となるということ等もあわせて学ばせて

いただいたところであります。 

 先ほどの水産多面的機能発揮対策推進事業や藻場

環境推進事業、いろいろと、今、沿岸漁業に対する

制度を行っていただいておりますが、こういうもの

と相まって、場所的には串木野新港の西防波堤の北

側より陸地、地下石油備蓄基地の西側のおかのぎり

ぎりですね。沖のほうじゃなくて。そういうところ

に、前からもテングサが生えたりヒジキが生えたり

した場所なんですよ。そういうようなことで、今は

また新しい港をつくって海流の流れが変わったりし

て、果たして適地がどうかは定かでありませんけれ

ども、昔からのそういう状況を踏まえれば、そこに、

さっき申しましたように、鉄かごで増殖プレートを

覆って、それをそこに設置していくと。そこで藻を

育成して繁殖をさせて、それを各漁協の共同漁業権

のここと思うところにまた移していくと。そういう

ような事業が、さっき市長の答弁にありましたよう

に漁業権放棄の海域ですから、今は県の管理の場所

となっておりますが、こういうようなことで水産の

用に供するということになれば、また県も少しなだ

らかな、緩やかな気持ちになってくれないのかなと。

そういう思いもしながらの質問でありますが、再度

御回答いただければと思います。 

○市長（田畑誠一君） 食害につきましては、魚に

よるものもあるんじゃないかと、あるという、今、

お話でございましたが、県の調査でも、やはりウニ

だけではなく、魚による食害も確認されているよう

であります。 

 藻場造成については、沿岸漁業の一番の願い、基

本であります。その場所として、共同漁業権を放棄
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されたところで県の管理になっている、そこが適当

な地ではないかというお話でありますので、先ほど

申し上げましたとおり、県と協議をしまして、研究

をしてまいりたいというふうに思っております。 

○17番（福田清宏君） ぜひ一つ、そういう働きを

お願いをしたいと思うことであります。この項終わ

って次に進みます。 

 三つ目は、原子力災害住民避難計画について伺い

ます。 

 全面緊急事態となったときの避難・一時移転に際

してのバス避難集合場所の指揮は誰がとるようにな

っているのか伺います。また、その指揮をとる人た

ちの訓練は行われているのかどうか、あわせてお伺

いいたします。 

○市長（田畑誠一君） バス避難集合場所での指揮

を誰がとるのかというお尋ねだと思います。原子力

発電所で事故が発生し、万が一、一時移転の指示が

出された場合、自家用車による避難が困難な方はバ

ス避難集合場所に参集していただき、バス等で避難

することになります。 

 本市では、公民館ごとに細かくバス避難集合場所

を設定しており、各自治公民館を中心に117カ所の

バス避難集合場所があります。地区単位の集合場所

ではないため、１カ所の参集者はある程度限られて

くるものと捉えて、現在のところ、指揮をとる人は

設けず、避難バスに乗車している市職員が乗車等の

案内をすることとしており、避難訓練でも同様の対

応をしております。 

 実際、全市民が避難となった場合、バス避難集合

場所に職員配置することで、災害対策本部要員や避

難所要員、バス乗員等の要員確保が難しくなること

から、基本的にはバス乗員による対応となるものと

考えております。 

○17番（福田清宏君） この辺が、公民館の役員だ

とかまち協の役員の人たちがそういう訓練をすると

いう流れは一つもうたってありませんから、恐らく

そうじゃないだろうと思いながら、例えば、今のま

ち協の市職員の担当者が当たるのかなと思ったり、

そういう思いがありましたので、今日はこうしてお

尋ねをしたようなことです。こういうようなことは

随時、市民の皆さんにも、あるいは各まち協の役員

の皆さん方にもお知らせしておくということのほう

がいいんじゃなかろうかなという気がするところで

す。 

 ですから、バスに乗って行った職員が当たるとい

うことになると、なかなかその訓練となると大変で

しょうから、机上での訓練を繰り返すとか、あるい

は出前講座じゃありませんが、職員でそういうよう

な講座を設けてやるとか、いろいろと方法はあると

思いますので。しかし、やっぱりそれがないと、い

ざ動けといったってなかなか動けるものじゃないと

思いますので、ぜひ一つそういうことにも心して、

そういうような訓練をやってほしいなと思うことで

あります。 

 次に、避難済目印の掲示や避難誘導の訓練等につ

いて伺いますが、この避難済目印の表示はどのよう

なことを考えていらっしゃるか。 

 ちょっとここに私の住む公民館が、今年で４年目

になりますが、昨年、消防とお話をさせていただい

て、こういうのをつくりました。これをポストの中

に入れて、ぴろんぴろんしている家は誰もおらんぞ

という印です。このような形をここの避難済目印の

掲示というのは意味されているのか。あるいは別に、

何か書き物でも、あるいは木とかプラスチックとか

を使って、そういうのを玄関先に掲げるということ

を意味しているのか、その辺についてお考えをお聞

きしたいと思うことであります。 

 そして、あわせてお答えください。避難誘導の訓

練等についてですが、市消防本部、消防団及びいち

き串木野警察署等関係機関は、市民等の避難に当た

り避難誘導を行うとありますが、この避難誘導の訓

練というのも行われる予定があるのか、あるいはも

う行った経緯があるのか、その辺についてお伺いを

いたします。 

○市長（田畑誠一君） 避難の際は、今、集落の例

をお出しになりましたが、本当にわかりやすいと思

います。したがって、そのように玄関に避難済みの

目印となるようなものを掲示して、自衛隊等による

避難状況の確認に役立てることとしております。掲

示するものはタオル等を今のところ考えております
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が、特に、現在、指定はしておりません。 

 なお、避難訓練に際し、これまでは避難済目印の

掲示は行っておりませんが、今後、避難に関する住

民の意識向上を図る上からも、避難訓練において避

難済目印の掲示などに対処していきたいと考えます。 

 また、避難誘導の訓練においては、これまでいち

き串木野警察署の警察車両による避難車両の先導や

交通誘導はもとより、県警による避難経路の要所で

の交通誘導などを行ってきています。今後は市職員

や消防団員等も含めた避難誘導訓練に努めていきた

いと考えております。 

○17番（福田清宏君） さっきのここには世帯主の

名前が入っているんです。非常に苦労して、どんな

形がいいのかということで、これは50センチありま

す。大体50センチあれば、このくらいがポストの中

に入って、あとは出てますので、何とかなるんじゃ

ないかと思って集落でつくられた目印なんですが。

これ、消防の御意見を、避難訓練やるぞということ

で消防に相談に行ったときに、こういうのが必要だ

よという消防の指導もあって、じゃあ私たちが考え

てつくりましょうということで、こういうのができ

上がった。今回、また近く、本浦の一集落が夏にや

るということで、もうお聞きでしょうけれども、恐

らく似たようなものができ上がってくるんじゃない

かと思います。 

 そういう形で、実際、自主防災組織をつくってる

ところがまずそういうことで動かないといけないの

かなと。そのためにも自主防災組織の組織化にもう

ちょっと力を入れてほしいと思いますね。補助金も

あるからいいんですよ、本当に。聞いていらっしゃ

ればなおいいんですがね。 

 そういう面では、経費のある部分はそういうこと

から捻出できますのでね。早く自主防災組織をたく

さんつくっていただいて、そして年に１回、この集

落はやっていますが、そういうことで、実際やるよ

りほかにないんですよ。炊き出し訓練やったり、あ

るいは避難訓練とあわせて炊き出し訓練やったり、

消防署を呼んでＡＥＤの訓練をやったり、いろんな

ことをかみ合わせながらやってるんですけど、そう

いうのを目の当たりにさせることがいいことだと思

いますので。 

 もちろん、さっきお話があった出前講座も必要だ

ろうと思いますけれども、会みずからがどこかの場

所に動いてという、そういう流れをつくるにも、自

主防災組織を組織化していくということのＰＲやら、

公民館の役員の皆さんがおいやっところでは特にそ

ういうことでお話されていけば、また組織化が進む

んじゃなかろうかなというふうに思いますので、ぜ

ひそういうことで力を注いでいただきたいと思いま

す。 

 次に、在宅の避難行動要支援者は、地域の方の支

援によって避難、またはバス避難集合場所に参集す

るということになっているようでありますが、この

ことについての周知の仕方ですね。さきに配られま

した冊子でもって書いてあるからいいよということ

じゃなくて、やっぱり機会があるごとにこういうの

を周知していかないといけないのではないかなと。

要支援者が、通常、市に登録されているわけですか

ら、その人たちの意識を啓発していくにも、やっぱ

りこういうときにもそういう人たちが動いてもらわ

なきゃいけないんですよという、そういう意識づけ

も必要だと思います。そういうことで、周知の方法

について何かお考えがあれば聞きたいと思います。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） ただいま

御質問がありました、特に要支援者の具体的な支援

ですね、これは本当に大切なことでありますので。

実際、要支援者が決まった段階では、支援を必要と

する方、支援する方にもそれぞれ文書というか、お

手紙を出して、このようなときはこうしてください

ということは支援する方にもお手紙を出しているん

です。 

 ですが、まずは自分の身の安全を確保してくださ

い、そして、それから支援を求める方に支援をお願

いしますと。そういうことを毎年、支援者が決まっ

た段階で各自に通知をしているわけですが、それは

そうとしながら、地域全体の意識も大事ですので、

今、御提言がありましたように、例えば地域の代表

である自治公民会長さんあたりにも、そういう支援

を改めてまたこちらもそういうときを見計らってお

願いする必要があるのかなというのは、今、考えて
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いるところであります。 

○17番（福田清宏君） 公民館に要請があって、公

民館で動いて、そして支援者を決めてという流れを

とってますから、公民館はみんなわかってるんです

よね。ただ、それが動く機会がないんですよ。訓練

化、実践化ということですからね、実際やるには。

だから、その辺がちょっとどうなのかなという思い

です。 

 社協がやっています地区社協の中での活動の中に

は、高齢者の所在地をあらわす地図とか、そういう

のをまち協が集めて社協に提出するという事業もあ

るんですから、そういうことからすると、高齢者の

所在というのは各公民館はほとんどがつかんでいる

と思います。 

 あとは、要支援者と支援者とのかかわりが１年中

何もない中で、果たして機能するかどうかいうこと

だろうと思いますので、その辺もひとつ、何かうま

く、忘れないほどに動いてほしいということでの質

問であります。 

 もうお答えは一緒でしょうから、これでこの項は

終わりたいと思います。次に進みます。 

 ４つ目は、空き家対策について伺います。空家対

策特別措置法に基づく行政代執行による強制撤去に

ついて伺います。 

 強制撤去とそれに要する費用の負担についてです

が、行政代執行権限の中に、家屋解体費はとりあえ

ず市が負担するとありますけれども、これ、このと

おり理解してよろしいんでしょうかと思いましての

質問であります。 

○市長（田畑誠一君） 今回のこのガイドラインに

よりますと、代執行は行政代執行法の規定によらな

いものでありますので、代執行に要した費用を強制

徴収することはできません。すなわち、義務者が任

意に費用支払いをしない場合、市は民事訴訟を提起

し、裁判所による給付判決を債務名義として民事執

行法に基づき強制執行に訴えることになります。 

○17番（福田清宏君） 代執行が行われなければ、

解体費用を市が負担するということは発生しないわ

けで、民事訴訟いろいろあっての解体ということに

なりますと、やはりそこには相当時間がかかったり、

また、行く行くいろんな手だてが出てくるような気

もしますね。 

 一文章の中に、家屋解体費の補助について、国の

支援に基づき交付金に算定されるという項目がちょ

っと見えたんですが、こんなのありますか。どうで

しょう。言えなかったら、またこの次でいいから。 

○財政課長（満薗健士郎君） ただいま、この法が

この内容についてずっと来ておるわけですが、税の

関係とか、そういうのについて、今、逐次情報が入

ってきておりまして、この分については、今おっし

ゃるようなところについてもちょっとこちらのほう

で把握していない状況であります。 

○17番（福田清宏君） この解体が進んでいくと、

何かの施策が国から出てくるんじゃなかろうかと思

いますが、こういうような活字を見た気がありまし

たのでお尋ねしたところです。また行く行くそうい

うことがあったときにはお知らせをいただければと

思うことです。 

 次に、私の思いなんですけど、行政代執行による

強制撤去と、それに要する費用の負担を今お聞きし

ましたが、例えば条例をつくるときにでも、土地を

売却して、もちろん家屋を取り壊してですよ、土地

を売却をして、その売却したお金から解体費を引い

たり、諸手続費用を引いたり、恐らく固定資産税も

残ってるでしょうから、そういうのを引いたりして、

残ったお金は歳計外会計で預かって、後日、所有者

があらわれたら精算してやると。そういうような段

取り的な話というのは明記できないものなんですか

ねと思いましての質問です。即座に答えられないか

もしれませんけどね。ちょっと顔が曇りましたから、

先に行きます。 

 条例制定のときに、あるいは法が施行されたので、

そういう中を読んでいけば、こういうことも可能だ

よ、どうなのかなという、その辺がありませんかと

いうふうに変えましょうね、質問をね。はい、お願

いします。 

○財政課長（満薗健士郎君） 今、議員が仰せのよ

うに、今後、具体的にそういう状況が出てきますと、

条例にうたってする、あるいはそのテクニックとい

うか、手続的に、歳計外で一時預かって、それをそ
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の所有者が見つかり次第渡す、それまで保管すると

いったことについても、この取り扱いはどうしたら

いいかといったようなことも国のほうから指示があ

ったりしますので、それらを参考にしてまいりたい

と思います。 

 それと、先ほど私のほうで申し上げました財政上

の措置のことでございますけれども、今、決まって

おります中では、財政上の措置を国は空き家の解体

についての補助を行うとかいうのと、あと地方交付

税でそれなりの措置を講ずるものとするというとこ

ろまではわかっておりますけれども、それを具体的

に普通交付税でするのか、特別交付税でするのか、

そういったところまではまだわかっていないという

ところでございますので、補足させていただきます。 

○17番（福田清宏君） 措置法がこうして出てくる

と、いろいろと検討しなきゃいけない問題がいっぱ

いあるようで、私もいろいろ読んでいってもわから

んところがいっぱいです。ですが、やはりその目的

に沿った形で運用できるように、必要であれば条例

にはうたっていくとか、そういう手法もまたとらな

ければいけないのかなというふうに思うことであり

まして、質問をいたしました。 

 ちょっと通告にありませんが、さっきの同僚議員

の質疑において、所有者と連絡をとれない空き家は

ないという答弁がされましたが、本当にそうですか。 

○生活環境課長（住廣和信君） 今現在、うちのほ

うに相談等が来ております事案については所有者が

判明しておりますので、今のところ、不明者はいな

いというふうに考えております。 

○17番（福田清宏君） 本浦東公民館地内に空き家

があるんですが、そこもわかっていますか。まあ、

あとでいいでしょう。わかってなくて、いろいろ職

員の人たち、ばたばたしてるので。そこもわかって

いれば、今後いろいろ対応ができるでしょうから、

私もまたいろいろとお話したいこともありますので、

そういうことでこのことは先に進ませてください。 

 市が勧告をしても改善しない物件について、2016

年度分から対象外とすると。これは建物が建つ土地

への優遇策を外すという意味というふうに読みまし

たけれども、そういうふうにこれは理解していいん

ですか。 

○財政課長（満薗健士郎君） ただいまの内容につ

きまして、固定資産税の宅地に関する軽減措置とい

うのがございまして、住宅が建っている部分につい

ての宅地の評価を６分の１とか、そういうふうに下

げるわけですけれども、それについて特定空き家と

いうふうに認定されれば、軽減措置を外して高い評

価額で見て、それなりの税金をいただきますよとい

ったようなことになりますという意味でございます。 

○17番（福田清宏君） その後に、自主的な撤去や

売却、有効活用を促す狙いがあるということも付記

されておったんですが、とすれば、やはり早期に条

例を制定して、このことをうたいますか、どうされ

ますか。 

○財政課長（満薗健士郎君） その部分の税制の改

正につきましては、そういうふうになり、全国一律

になっていくわけでございますけれども、この前提

といたしまして、特定空き家として市が認定をする

という作業がございますので、それらの市の取り組

みとタイミングを合わせながら適用、あるいは条例

化というのについては検討する必要があると思って

おります。 

○17番（福田清宏君） それじゃあ、もう一つ。 

 いちき串木野市危険廃屋解体撤去工事補助金の交

付の内容なんですが、この危険家屋の定義ですね。

ここにはいろいろ書いてあるんですけれども、現に

住居その他の用に供しない建物で、危険を及ぼすお

それがあったり、建築基準法で主要構造部分が朽ち

る等ということによっての使用不能ということに定

義づけられているんですけれども、あわせて、空き

家対策の一つとするならば、空き家になって３年あ

るいは５年入居しない、していないということがあ

る家屋について、この適用を求められたら許可して

やったらどうなんですか。どうせ大変な状況になる

までそのままなんですよ、そういう家屋は。だから

そういう、周りから、どうしてもこの家はという前

に、もう空き家になって、そこに住む人は帰ってこ

ないんだから、３年、５年空き家になりましたので

この要項を適用させてくださいという申請があった

ときには、もうよかっじゃなかですかね、適用して
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やってと思いますが、いかがですかね。 

○生活環境課長（住廣和信君） 危険廃屋の解体撤

去ということで、今現在、この交付要綱に定めまし

て、今、議員が仰せの定義の中で危険廃屋、特に周

囲に危険を及ぼすおそれがあるということが大前提

ということで、私どものところで今、交付をしてる

わけですけれども、やはり道路に面していたり、あ

と瓦等が落ちてくる、そういう危険廃屋がこの場合

は対象となっておりますので、３年、５年たったぐ

らいではちょっと危険廃屋ということにはならない

ということで、この要項では対応できないのかなと。

そういうことになりますと、また別の制度というこ

とを考えないといけないのかなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○17番（福田清宏君） ３年、５年、それ以上たっ

たら、所有者がかわったり、大変だと思うんですよ。

だから、３年か５年ぐらい継続して誰も住まなくな

った家屋、空き家については、こういうような制度

を当てはめて、その希望があったときにはやったら

どうなんですかね。そのことのほうが健全ですよ。

屋根がどうの、壁がどうの、いけんかしてたもんせ

と言われてからという話じゃなくて、それ以前に、

家主が言うことなんだから。周りが見て、あるいは

市の職員が見て、まだ構造も大丈夫だから、この家

は危険家屋じゃないという流れでしょう、今の定義

はね。 

 そうじゃなくて、もう廃屋で、空き家になるんだ

よということが３年、５年で実証されてるという家

屋については、同じような制度で適用してやったら

どうなんでしょうか。そんな思いで質問をしてます。 

 そうですよ、後ろからちょっとありますけど、６

分の１の優遇策もなくなるんですよ。だから、３割

自治に及ばない状況の市でありますから、その辺も

考え合わせていくと、やはり何らかの形が。その分

は返ってくるんじゃないですかと思いますが、何か

御答弁があれば、ひとつお答えください。 

○副市長（石田信一君） 福田議員の説のとおり、

さまざまな課題が出てきております。実は、このガ

イドラインが施行されましたのが５月26日。図らず

も、ちょうどそのとき、県下の19市の副市長会がご

ざいまして、その中でもこの課題が出てまいりまし

た。 

 現在、各市においても６月議会が行われておりま

すけれども、６月議会で条例改正、あるいは９月議

会、場合によっては県のほうも７月のころに説明会

等もあるようでございます。そういった中で、今回

のガイドラインに基づいて、私どものまちにござい

ます市民の手による美しいまちづくり推進条例、こ

れにつきましても全て包含できているとは思ってお

りませんが、その中でこれを活用しながら、条例制

定も新たなものをつくるか、あるいはこれを補足す

るか、そういったものを踏まえながらそういう対応

ができればと考えておりますので、今後の課題とい

うふうに捉えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○17番（福田清宏君） 他市の動向なんていうのは

どうでもいいんですよ。やはり本市独自の施策とし

てどれが一番いいのかなということを求めて、ひと

つ努力してください。お願いしておきます。 

 次に、五つ目ですが、土川小学校の現状について

伺います。 

 土川小学校が廃校となって、その施設を使用する

企業が進出したとの説明を受けてきましたが、現況

についてお伺いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） 土川小学校は平成22年３月

の閉校後、地元や有識者の方々を交えた土川小学校

跡地施設等活用検討委員会を設置して、活用方法を

検討してまいりました。 

 申し出があった民間事業者によるフリースクール

として平成23年４月から貸し出しを行いましたが、

諸般の事情により、平成24年９月で撤退したため、

外部検討委員会を経て公募を実施し、鹿児島市のイ

ンターマン株式会社が平成25年４月から自然科学研

究所として活用をしているところであります。 

 当初、独自の溶液を活用した海ブドウの養殖及び

黒ニンニク生産の研究を行っておりましたが、担当

者の異動で、昨年９月から常駐者が不在となってお

りました。その後、この６月から新たな担当者が常

駐し、ホウレンソウなどの水耕栽培システムの研究
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を開始したところであります。 

○17番（福田清宏君） ちょっともう、後に進出し

た企業がやめたんじゃないかというお話も風の便り

に聞こえてきたものですから、その後どうなってる

のかなということでの質問であります。 

 もう二十数年前になりますが、土川小学校を海の

青少年研修センターに、冠岳小学校は山の青少年研

修センターにという構想でもって一般質問したこと

を思い出すところでありますけれども、その時期が

来ましたね。片や廃校、片やほとんどが特認校生と

いう。 

 今、市内の小中学校が宿泊研修とか１日研修とか

で行っているのは、川内だとか薩摩自然研修センタ

ーとか、そういうところなんですよね。であれば、

自前でそういうのを廃校利用として行う気概もあっ

ていいんじゃないかなと。そうすることで、地域に

子供たちが出たり行ったりすることが、また地域の

明るい顔が見れるんじゃないかなという思いもして、

もし、その後、進出する企業が止めていれば、二つ

目の質問をということで組み立てたようなことです。 

 ですから、今後、また同じようなことで、少子高

齢化はとめられませんし、過疎化も進んでいくでし

ょうから、そういう中にあって、土川小学校と同様

な道をたどる学校が出てこないとも限りません。そ

ういうときには、ぜひともそういう子供たちが集う

場所として、何らかの形の活用策を生みだすことが

できないもんだろうかなということでの質問であり

ますが、仮定の話になってしまいましたが、もしよ

ろしければ、活用策として何かお考えがあれば、お

示しをいただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 青少年の健全育成研修とい

うのは、これは私たちに課せられた課題であります。

今、私も記憶にありますけれども、お述べになられ

ましたとおり、冠岳を、たしか青少年健全育成錬成

道場にしたらどうかという、市議会の頃、一緒にお

話しした記憶がございますが、そういうお話もあっ

て、とても大事なことだと思います。 

 土川小学校に限って申し上げますと、今言われま

した青少年研修センターあるいは福祉施設を直営で

設置したらどうかという意見も出ました。また、活

用検討委員会でも、直営による宿泊体験型施設とか、

あるいは企業誘致など、民間への譲渡も検討された

経緯がございます。 

 その結果、先ほど申し上げたような経緯をたどっ

てきたわけでありますが、とりあえずは現在、イン

ターマンのほうの契約が30年３月末までとなってお

ります。したがって、当面はこの現状での活用を予

定をしているところであります。 

○17番（福田清宏君） 土川小学校についても、い

ち早く、さきの市長の答弁にありますように検討委

員会が立ち上がったもんですから、私たちが口を挟

むいとまはありませんでしたね、残念ながら。そう

いうこともあって今日に至っているわけですが、ひ

とつそういうような思いがして、やっぱり青少年研

修センターは、どこが主催しようが、本市のどこか

１カ所ぐらいには、あるいは山と海と両方でもあっ

ていいんじゃないかなと。そして、その地区に学校

が消えて、お年寄りが寂しい面もあるかもしれませ

んので、若い子供たちの姿を見せて元気をつけてい

くということもまた必要な時代に来るのかなという

思いで質問をいたしましたので、そういうことで今

後の流れの中に取り入れていっていただければあり

がたいと思うことであります。 

 これで全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、福田道代議員の発

言を許します。 

   ［３番福田道代君登壇］ 

○３番（福田道代君） 私は日本共産党を代表して、

通告しております３点について質問をいたします。 

 まず最初に、川内原発１・２号機の再稼働問題に

関して伺います。 

 福島の原発事故から４年目に入りました。先日、

福島の20キロから30キロ、いわき市久之浜、富岡町、

双葉町、そして楢葉、この地域に私は行ってまいり

ました。福島県では、現在、避難者が12万人、そし

て、県外への避難者は４万人、また、孤独死は

1,700人と言われております。 

 第１に、事故レベル３がまだ継続中であるにもか

かわらず、国民の関心は薄れつつあるように見えて

おりました。放射能汚染水の漏えいという、チェル
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ノブイリ事故でもなかった異例の事態に収束のめど

が立っていませんし、放射性廃棄物の中間貯蔵も大

きな問題となっています。福島県内では、地元新聞

の１面トップは、毎日大抵、原発事故関係が占めて

います。 

 川内原発再稼働前にしている鹿児島では、原発関

連事故は報道されていますが、西日本ではマスコミ

の話題になる機会もとみに減っていると聞いており

ます。 

 九電は、川内原発の１号機は７月下旬に、２号機

を９月下旬に再稼働を目指しておりますが、これも

変動的で、安全に担保したものではないという規制

委員会の認識に住民は大きな不安を抱え、原発への

不信は高まり、世論の多くが再稼働に反対をしてい

ます。 

 再稼働前に、国、県、そして九電と30キロ圏内の

自治体の主催による実効性のある住民参加の避難訓

練を実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。

市長の見解を伺います。 

 続いては下の席からの発言といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 福田道代議員の御質問にお

答えいたします。 

 原子力防災訓練は、原則、毎年行われることにな

っており、福島第１原発の事故以降、平成24年８月

に県の主催により羽島、旭地区のほか、ゆくさ白浜、

さるびあ苑の計54名、また平成25年10月には、国の

主催によりＵＰＺ圏内の９市町が参加した訓練が行

われ、本市では野平、本浦、照島地区のほか、潮風

園、光里苑の計92名の参加を得て避難訓練を実施し

ました。 

 本年度も県の主催により、川内原発から30キロメ

ートル圏内の９市町が参加して避難訓練を行うこと

となっております。 

 なお、全市民が一斉に避難訓練を行うことは、現

実的には困難であると考えますので、年次的に数地

区の住民の方々の参加をお願いをして四、五年間隔

で全ての地区の住民の方々が避難訓練に参加できる

ように努めてまいります。 

○３番（福田道代君） 今、市長の答弁にございま

したが、１回は国も含めて全体での避難訓練といい

ますか、いちき串木野も参加して行っておりますが、

余りにも人数が少なかったというのが実態じゃなか

ろうかと思います。 

 そういう中で、私は福島に参りまして、いわきの

地域の方々と懇談をいたしましたときに、安全指針、

そして避難計画が具体的になかったと。避難訓練は

もちろんしていなかった。その方は障害者施設を持

っておられる方で、そこにいる人たちを本当に安全

に避難するということができなくて被曝をさせてし

まった。また、もう一人のお寺の住職は、これは楢

葉から子供たち、その方も障害者施設を持っておら

れたんですけれども、子供たちをいわきに連れてき

て、そして四十数人の合同生活が始まった。避難を

するにしても、もう道路は自動車でいっぱいで、20

分で行けるところが５時間以上もかかって、なかな

か進まなかった現状もつぶさに伺ってまいりました。 

 そういう中で、原発事故における避難ということ

は、要するに放射能による住民の被曝を避けるとい

うことが目的だと私は思っております。そのために

は、原発から放射能物質が放出される前に避難する

のがベストなんですが、放出された後では被爆量を

最小限にするような防御措置が求められますし、そ

うした措置を講じなければなりません。 

 いずれにいたしましても、わずかな、数時間の迅

速な対応が求められるわけでございますが、そうい

う中で本当に原発を再稼働するに当たって、実際に

全体が動く、これはまちづくり防災課長にも言った

んですけど、県とかいちき串木野だけでもできませ

んかという話もしたことがございますが、しかし、

全体がどういうふうな動きで、一人ひとりがどう車

に乗って道路に出ていくということが決められてい

なかったら、なかなか。これは口永良部の状況から

も皆さん方も御承知のとおりで、20年にわたってき

ちんと訓練をやっていた結果、あそこは火山の噴火

で、原発の放射能の影響はないわけですけれども、

しかし、原発というのは、放射能というのは目に見

えないものですから、後からさまざまな影響を私た

ちの体や子孫に残していくという、このことから私

たちは子供たち、そして市民を守らなければならな
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い、まして市長はそういう立場に立つ役割というか、

責任もあると思います。 

 そういう中で、鹿児島県の伊藤知事は15日に、川

内原発の過酷事故を想定して５月に予定していた原

子力防災訓練について、時間的に難しいと述べて、

再稼働後にずれ込む見込みということも言われまし

た。 

 しかし、再稼働後にどうしてできるのかというの

と、九電が今、いろんな検査があって、それに対応

でき切れないという話も伺っておりますけれども、

これはやはり国として原発を再稼働させていくとい

う状況のもとにあるわけですから、国と県と市がや

るべき問題だと思います。 

 そして、昨年の11月６日に市長は、伊藤知事に対

して、国、関係市町の連携を強化しながら、適切な

役割分担のもとに充実を図るとともに、原子力防災

訓練などを通じてその実効性を高めることという要

望もされております。これは九電の社長にもなさっ

ておりますけれども、こういう内容も含めてきちん

と、やはり私たち市民の命を守るという立場から、

この内容について、もう一度見解をお伺いいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 福島の原発事故みたいな事

故、あのようなことはあってはならないんでありま

すけれども、今、福田議員がお述べになっておられ

るように、もしものことがありますと、これは極め

て短い時間に避難をしなければいけない。そのため

には、かねてから実効性のある避難訓練をする必要

があると思います。 

 実効性のある避難訓練といいますと、やはり何と

いいましても、今、国、県、市とおっしゃいました

が、県、関係市町、それから事業所の九州電力はも

とより、警察署、自衛隊、消防団のほか、医師会、

県バス協会などなど、多様な団体の参加協力が必要

だと思います。したがいまして、このような多様な

団体が参加して避難訓練を行うためには、どうして

も県が中心となって開催することが必要であるとい

うふうに捉えております。したがいまして、今後も

実効性のある避難訓練のために、県の計画に基づい

て避難訓練を実施してまいりたいというふうに考え

ております。 

○３番（福田道代君） 今、県と一緒になってとい

うことで、県と一緒にというようなことで市長は避

難訓練ということで言われましたけれども、具体的

な日程というのとか、そういうお互いの話し合いと

いうのは行われているのでしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 訓練の具

体的な日程、内容等ですが、これにつきましては、

先ほど議員からありましたように、５月の段階で延

期するということがありました。その後は特段、県

のほうからは協議の場を設けられておりませんので、

それはまた県のほうで計画されて、関係市、町も当

然そうですが、関係団体にも全員呼びかけて、話し

合いがなされるというふうに思っております。 

○３番（福田道代君） 福島の原発事故では、30キ

ロから45キロの飯館村まで避難指示が出ていたんで

すけれども、川内原発からの避難は、30キロ圏外に

出ればよいというような内容になっております。 

 そして経路にも、地震とか大雨の際に遮断される

予想がある道路ですよね、270号線も、３号線も。

そういう複合的な災害に見舞われるというような状

況も、本当にこのいちき串木野の避難は困難だと思

っています。 

 そういう中で、昨日の同僚議員の話にもございま

したが、川内原発の周辺の風の向きも、どちらかと

いえば南のほうに風が吹いているというような状況

もあって、三つのそういう避難経路はつくっていら

っしゃるんですけれども、なかなかそれがうまく機

能するかどうかというのも、やはり訓練があってこ

そこれがつかめるわけで、時期によって、季節によ

っても違ってまいりますので、その点などはやはり

きちんと早急にやるということと、同時に、なぜ今、

私が言ってるかというのは、再稼働前にして、再稼

働があった段階で、本当に再稼働自身も、長年原発

はストップしてるんですよ。今、定期的な検査に入

ったわけで、動かす状況と違って、長い間ストップ

してて、本当に何が起こるかわからないような状況

があって、７月４日にはウランを入れるというよう

な報道もされておりますけれども、そういう実態を

見たときに、やはり市民の人たちは不安がっておら
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れます。 

 そして、もう一つ問題点があるのは、佐賀とか長

崎とか福岡３県の避難計画は、全市民が一斉に避難

する。最悪の場合も含めて、52通りのシナリオが示

されているんですけれども、鹿児島県は13通りのシ

ナリオしか示されておりませんし、30キロ圏内の住

民が一斉に避難するという最悪の事態を想定してい

ないということなど、重大な問題点もございます。

ほかの自治体と比べて、最もずさんで実効性に欠け

る避難計画しかない川内原発の再稼働がまず第１に

やられようとしているということでは、本当にこの

ままでいいのかなと、そういうふうに思ってまいり

ます。 

 私がいわき市に行きましたときに、精神障がい者

の方たちが多くおられた施設だったみたいなんです

ね。それで避難をした、そのときに、避難の人たち

が薬を十分に持っていかなかった。その薬が切れた

がために発作的に自殺をした、薬が合わなかったた

めに全身に発疹が出て亡くなった、そして、精神的

に不安定な状況が続いているということも言われて

おりました。 

 やはりこの問題というのは、要支援者だけでなく

て、いろんな市民も含めて薬を飲まれてる方という

のはたくさんいらっしゃいます。高齢者だったら本

当に１日、先日も私のところに電話がかかってきま

して、１日、うちの夫は甲状腺がんで朝昼夜と10錠

ずつの薬を飲まなければ生きていけないんだと。そ

の人が避難をしたときに一体どうなるんだと、この

ような声も聞こえて、私のほうに電話がかかってき

ております。 

 それぐらい市民の人たちは、今、病気の問題、避

難先はどういう状況にあるのかという不安があると

思うんですけれども、そういう中で、今日の南日本

新聞の「記者の目」の中に、いちき串木野市は今月

から原子力防災ガイドブックを市内の全世帯に配布

して、隣接市にある九州電力川内原発で事故が起き

たときに備えて、指宿市や南九州市などの避難先85

カ所を示した施設ごとに三つのルートを用意して、

道路交差点の名前とか曲がる方向など、写真を交え

て詳しく紹介している。地図が苦手な私でも迷わず

に行けそうだというような、本当にこういう冊子と

いうのは大事なんですけれども、この冊子を使って、

やはり市民たちは。きのうも同僚議員に言われまし

たけど、出前講座とかいろいろなそういうのも実際

大事ですけど、実際そこで、それを使って動いてみ

るということがもっと必要じゃないかなと思いまし

た。 

 今、この手続がどんどん進められているんですけ

れども、再稼働に大きな不安を抱えながら、道しる

べとなるような現実的な対応を模索する周辺地域の

苦悩というか、このいちき串木野の方々も、私たち

議員もそうなんですけれども、市の職員の方々、市

長も含めて大変な思いをしているとは思います。だ

けど、そこにやはり責任をとっていくというところ

での立場、そして、九電や県はしっかりとこれをや

れという、その声を、市長も職員の皆様方も上げて

いただきたいなと思いますけれども、その点はいか

がでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、要援護者の方々とか、

いろんな方々のお立場というのをお話しになりまし

た。確かにいろんな課題があると思います。 

 この間の福島の原発事故、津波のときに非常に話

題になりましたが、釜石の子供たちはほとんど犠牲

にならなかったと。「津波てんでんこ」というんで

すかね。「津波」と言ったら、みんなが思い思いそ

れぞれ自分で避難しなさい、高台に上がれという訓

練をしょっちゅうしていたわけですね、彼らは。学

校の教育で避難場所の確認の図面を書いたり、そし

て彼らは市が指定していた避難の３階建てのビルで

すか、あそこにいたんだけど、魚釣りしとってです

ね、何人も。あそこまで逃げたと。これは津波だと。

でも誰かがその中で、「いや、ここも危ない」と言

ったらしいんですよね。それで「山へ行こう」と言

ってその子たちが動き出したら、全部大人も連れら

れて動いていった。だから釜石のほうは余り犠牲が

なかったわけですよね、子供たちは。その奥にあっ

た学校の子供たちは何十人も犠牲になったわけです。

ここまでは来ないだろうと思っていたと。 

 だから、事ほどさように、日ごろの訓練というの

が非常に大事だと思います。いろんな機会を捉えま
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して、先ほど申し上げましたとおり、本当に実効性、

本当にというのは言葉が悪いかもしれませんが、実

効性のある避難訓練というのは、やはり県を中心に

して、警察、消防、医師会、バス協会、全ての皆さ

んを網羅した形で訓練をしなければ、実効性のある

訓練につながらないと思います。 

 ただそこで、今ずっとお述べになっておられます

とおり、大事なことは、我々市民一人が常にそうい

う心構えを持ち続けるということが大事だと思いま

す。折に触れ、そういった面での指導といいますか、

声かけをしていきたいというふうに思っております。 

○３番（福田道代君） 早い時点でそのような訓練

を行っていただいて、そして、実際にどういう現状

になるのか。今は梅雨時で、いろんな問題もまた、

がけ崩れの問題とかいろいろ起こっておりますけれ

ども、ＪＲが不通になったりとか、そういう現状を

きちんと、いつの時期はどうなるというのも含めて

つかんでいっていただきたいと思います。これはこ

の点で終わっていきたいと思います。 

 次に、二つ目なんですけれども、屋久島町の口永

良部の新岳が爆発をいたしました。噴煙は9,000メ

ートル以上に達し、火砕流が島の南西方向の海岸ま

で到達をいたしましたが、口永良部の噴火では事前

の火山予測ができずに、島民は突然の避難を強いら

れました。 

 これまでも地震に対する指針はございましたが、

火山に対するものはありませんでした。さまざまな

提言を受けて、2013年の３月28日、原子力規制委員

会より原子力発電所の火山評価ガイドの概要が示さ

れました。口永良部島は、九州電力が川内原発の再

稼働の前提となる新規制基準の適合性審査の申請で

取り上げられた川内原発から160キロ圏内にある火

山の一つでございます。 

 原子力規制委員会が火砕流到達距離としている

160キロ圏内には、将来活動する可能性がある火山

が口永良部島を含めて14火山ございますが、口永良

部の噴火に際して川内原発の火山影響評価と火山の

モニタリングについて、再稼働の前に、九電と国、

そして県に対して具体的な説明を求める、その開催

を行うべきではないかと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 火山の影響評価等について

の御質問でありますが、適合性審査においては発電

所運用期間中のカルデラの破局的噴火が発生する可

能性は十分小さいとされ、継続的に確認するため、

火山活動のモニタリングを行うことや、状況変化に

よる運転停止措置が確認されたところであり、引き

続き監視体制に係る検討が行われているところであ

ります。 

 火山の影響も含めた安全性の確保につきましては、

基準の要求事項やその対応も含め、規制委員会の専

門的、科学的な判断に委ねられるものであると思っ

ております。 

 また、九州電力に置かれては、徹底した安全性を

追求しながら、市民の不安解消のため、引き続き理

解を得られるよう、及び信頼性の向上に努力を尽く

す必要があると考えております。 

○３番（福田道代君） 今、市長がお述べになって

おりますけれども、この保安規定の審査ですね。九

州電力が通常の火山のモニタリングのデータをチェ

ックすれば、巨大噴火の数十年数前に噴火の予知が

できるということを前提とした火山活動のモニタリ

ングについての手順を申請いたしました。原子力規

制委員会、規制庁は、火山の専門家の意見を全くこ

のとき聞かなかったんですね。そういうことを聞か

ないで、九電の申請を許可をいたしました。 

 日本の著名な火山の専門家の方々が困難であると

いうことで、九州電力には可能であるという不可解

な状況だという。全く予知できない保安規定の審査

については、意見書も地元説明も何も聞かされてい

ず、原子力の保安委員会及び九州電力が説明をして、

火山の専門家による助言を求める機会がこれからも

っと必要ではないかということが言われております。 

 この中で、特に火山の専門家は新聞やテレビ、科

学雑誌のメディアを通じて、早くから巨大噴火の前

兆を捉えることの困難さを指摘しておりました。噴

火の予知とか予測を前提とした火山ガイドの問題点

を指摘し続けてまいりました。日本火山学会が原子

力問題対応委員会を立ち上げたのは４月29日で、既

に予知予測の困難などの問題を指摘しておりました。 
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 そういう中で、実際に、もっと早くこのことにつ

いて言わなかったんだというような言い方をしてい

るのが原子力規制委員会の田中俊一委員長ですが、

田中俊一委員長はこのことの火山学者の意見は全く

無視をしたという状況で、現在、世界的にもそうで

すけれども、日本の火山も活動期に入っているよう

な状況になっております。 

 そういう中で、市長、事前に予知できるというよ

うな火山学者はいらっしゃると思われますか。 

○市長（田畑誠一君） 学者の皆さんのいろんなお

考えというのを私が把握はしておりませんけれども、

それぞれ専門のお立場で熱心に研究をしておられる

と思っております。 

 今、福田道代議員のほうから火山リスク対策は不

十分ではないのかという意味での御質問であります

が、適合性審査では、過去の噴火履歴やマグマの状

況などから運用期間中の火砕流等の影響の可能性は

小さいものとして、また、火山活動のモニタリング

や状況変化による運転停止などの措置が確認された

ところであります。 

 安全性の確保につきましては、これは大事であり

ます。基準の要求事項や、その対応も含め、規制委

員会の専門的、科学的な判断に委ねられるものであ

ると思っております。 

 いずれにいたしましても、徹底して安全性を追求

し、市民の不安解消のため、引き続き理解及び信頼

性の向上に努力を尽くす必要があると考えておりま

す。 

○３番（福田道代君） 今の市長の答弁でございま

すが、それは今の現実に学者の方たちが言われてお

りますのは、もう少し理解していただきたいなと思

うんですけれども、実際に、口永良部の噴火もそう

ですけれども、事前の予測はできていない。23年前

に１回噴火をしていますけれども、事前の予測がで

きないというのがあの御嶽山とか、そして浅間もそ

うですけれども、桜島もどういうふうに今マグマが

なっているかわからない状況で、そういうことが現

実、今の学者の中では予測できないという事が学者

の中の一般的な意見でございます。そういう中で安

全だと言っている九電は、実際にそのモニタリング

をやっていない。そのことがやはり私たちを不安に

しているんです。 

 事前の火山予測ができなくて、そして口永良部の

島民は突然の避難を強いられたわけですけれども、

川内原発は姶良カルデラなどのカルデラ火山の巨大

噴火の影響が本当に大きく懸念をされて、第１番目

に、九電が再稼働するということが余りにも考えら

れない事態になっているというのは学者の方たちも

言われております。 

 新規制基準の火山影響評価ガイドは、噴火の前兆

現象があった場合に、原子炉を停止して燃料を搬出

するんですよね。燃料を搬出するというのは、川内

原発で原子炉として使った使用燃料も５年間は水の

中に保管をしておかなければ爆発する。容器に入れ

て移動できないんですよ。 

 ということは、今、もし火山の爆発があったとき

は、それは川内原発まで来るかどうかはわかりませ

んけど、今、いつどこで起こってもおかしくないよ

うな、日本の国はそういう火山があちこちで噴火し

ています。そういう現状をきちんと認識をした上で、

やはり科学者、火山学者の意見にきちんと耳を傾け

る、そういう人たちのお話を聞く機会をつくっても

いいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょ

うか。 

○市長（田畑誠一君） その前に、先ほど申し上げ

ましたが、火災影響評価につきましては、適合性審

査においては発電所運用期間中のカルデラの破局的

噴火が発生する可能性は十分小さいとされ、継続的

に確認するため火山活動のモニタリングを行うこと

や、状況変化による運転停止措置が確認されたとこ

ろであり、引き続き監視体制に係る検討が行われて

いるところであります。 

 今おっしゃいました火山の影響も含めた安全性の

確保については、基準の要求事項や、その対応も含

め、規制委員会の専門的、科学的な判断に委ねられ

るものであると思っており、市において説明会の開

催を求めることは考えておりません。 

○３番（福田道代君） 先ほど、規制庁によるちゃ

んとしたモニタリングができていると思っていると

いうことですが、川内原発はきちんとした巨大噴火
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についての観測経験はございませんし、噴火の予測

は困難と火山の専門家の指摘も受けております。 

 原子力規制委員会、規制庁は、巨大噴火の予測が

困難であることを前提に、何らかの前兆現象があれ

ば、空振り覚悟で対処させ、これを原子力規制委員

会、規制庁の責任で対処させるということを発言し

ているんですけれども、そのような事が起こって対

処しても、私たち市民は全く大変な状況に置かれる

んではないでしょうか。 

 この問題はここまでといたします。ただ、本当に

きちんとしたモニタリングをしていく必要があると

いうのは、川内原発は特に言われている一つです。

そういうことを御承知いただきたいなと思います。 

○議長（下迫田良信君） どうぞ、続けてください。 

○３番（福田道代君） 続けて、国会で今審議中の

安保関連法案について伺ってまいります。 

 今年はアジア太平洋戦争から70年です。この節目

の年に当たって、南日本新聞でも６月17日から鹿児

島大空襲の特集が始まっております。本市でも、市

来の海岸から羽島の海岸を焼き尽くすような空襲が

終戦まで連日行われたと私は聞いております。 

 安倍首相は、国会に法案も提出していないのに、

４月29日にアメリカ議会で今年の夏までに成立させ

ると大見えを切って公約し、今、国会に安全保障関

連法案を提出いたしました。国会では、この安全保

障関連法案の根底が、今、問われておりますが、市

長の見解をお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） いわゆる安全保障関連法案

につきましては、これは国民の生命を守る、そして

また日本の将来をしっかり確立すると、あらゆる角

度から政府として国民に対して十分な説明を行うと

ともに、国会を中心とした国政の場において、さま

ざまな立場から、国民が理解できるよう、具体的な

議論が行われるべきものだと考えております。 

○３番（福田道代君） 日本国憲法の第99条は、公

務員に対して憲法尊重擁護の義務を課し、第98条で、

この憲法が最高法規であって、これに反するものは

その効力を有しないとされております。 

 しかし、提出をされました安保関連法案について

は、６月４日の衆議院の憲法審査会において、３名

の参考人からいずれも違憲との判断が下され、さら

に自民党ＯＢの大物政治家らも、村山元首相、河野

元衆議院議員議長からも違憲、撤回の意向が示され

ました。 

 この安保関連法案は、戦後70年、現日本国憲法の

もとで、一度も殺し殺されもしない平和国家日本を

根底から揺るがすものとして、私たち日本共産党は

戦争法案と名づけ、断固反対をいたしております。

戦争法案の国会提出から１カ月がたちました。破綻

は明らかになってまいりました。廃案しかありませ

ん。 

 ８日、世論調査の読売の戦争法案の今回成立に対

して、反対は59％。前月比は11％でしたから、急上

昇の反対が起こっております。12日の時事通信でも、

廃案に12％、慎重審議に68％、今国会に否定的な声

が８割を超えております。 

 このような戦争法案には反対をしていくのが、こ

れは国の問題ですけれども、地方から、そして若者

たちが戦場に送られることがないよう、私たちは安

保関連法案は阻止をしていくということを皆さんに

訴えたいと思います。昨日でしたか、93歳の瀬戸内

寂聴さんが国会前の集会に参加をしておられました。

二度と戦争を繰り返してはなりませんと訴えておら

れ、座り込みをされておりました。その姿を見て、

私もやはり、私たちが今、本当に、そういう意味で

はきちんとした認識を持つ、憲法９条を守るという

ことでは大事なときではないでしょうか。市長、も

う一度答弁をお願いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 世界中でさまざまな動きが

ある中で、我が国の防衛ということ、国民の生命、

財産を守る、そしてまごうことなき将来の日本の構

築のために、国は防衛という専権にかかわることで

ありますので、国の安全保障の根幹にかかわること

であります。国政の場で十分に議論をして、国民の

理解を得るための説明が尽くされるべき案件だと考

えております。 

○３番（福田道代君） 今の市長の答弁で一応わか

りました。国の問題として、それは市民の皆さんも

やはり一緒になって憲法法案はストップをさせてい

くということが私たちの役割だと思います。 
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 三つ目に入ります。本市の基幹産業である農業の

政策について伺ってまいります。 

 まず、農業改革関連法案が国会で審議をされ、政

府与党は６月中旬には衆議院を通過させ、今国会で

の成立を目指すとして審議を急いでおりますが、こ

の法案は、戦後、農政の基本になってまいりました

農協、農業委員会、このような農地制度を根底から

覆して、家族農業中心から企業が支配できる農業に

つくりかえようとするものです。 

 いずれも、農業や農村の現場から出された改革で

はなく、財界も踏まえて安倍首相が上から押しつけ

たものですが、市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、福田道代議員がるるお

述べになられましたとおり、農協改革関連法案につ

きましては、農協改革、農業委員会の改革、農業生

産法人要件の見直し、この三つがお述べになられた

とおり大きな柱として盛り込まれております。 

 この改革の背景には、我が国の農業、農村を取り

巻く状況が農業者の高齢化、耕作放棄地の増加、農

業所得の減少などが進行するなど、厳しさを増して

いることと言われております。このため、農業、農

村の所得倍増を目指すことにより、若者が展望を持

って営農を継続することができる農業、農村の創造

が重要と考えられます。 

 いずれにしましても、農協、農業委員会など各組

織は、時代に合った柔軟な対応を行う必要はありま

すが、これらの改革の主人公は、福田道代議員がる

る申されましたとおり、まさに農家、農協組合員の

皆さんであります。国の方針を丁寧に説明し、意見

をしっかりした上での改革でなければいけないと考

えております。 

○３番（福田道代君） 今の農業の改革というもの

は、やはりこのいちき串木野の農業も潰すし、市民

の生活も大変な状況に追いやっていくということが

明らかでございますが、そういう中で、農協法の改

正案を審議している衆議院の農林水産委員会では、

今月の８日に石川県金沢市と山梨県昭和町で地方公

聴会が行われておりました。そこで意見陳述人とし

て出席をいたしました農業関係者からは、改正案に

ついて、今、市長もお述べになりましたけれども、

現場の実態とはかけ離れた別のものであって、財界

からの要求を踏まえて安倍政権が上から押しつけた

ものであり、安倍総理がＪＡ全中が農協の自由な活

動を拒んでいると述べたことについて、そのような

実態はありませんということで反論をされておりま

す。 

 政府が担っている準組合員、私たちもＪＡからＡ

コープで物を買ったり、農業者以外の人ですけれど

も、それとか、農協の保険に入ったりという、その

利用制限に対して、住民生活に大きく影響する、絶

対に認められない、地方創生に逆行するものだと批

判がされております。 

 このいちき串木野市でも、ＪＡは市民生活にとっ

てかけがえのない役割を担っておりますし、農協法

改定で地域は衰退しないのでしょうか。その点につ

いてはいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたが、

この農業改革の背景というのは、我が国の農業、農

村を取り巻く状況が、福田道代議員もずっとお述べ

になっておられますとおり、農業者の高齢化、耕作

放棄地の増加、それから農業所得の減少が進行する

など、厳しさを増している、これが農業改革の背景

にあると言われております。このため、農業、農村

の所得倍増を目指すことにより、若者が展望を持っ

て営農を継続することができる農業、農村の創造が

重要と考えております。 

 いずれにいたしましても、農協、農業委員会など

各組織は、時代に合った柔軟な対応を行う必要があ

りますが、これらの改革の主人公は農家、農協組合

員の皆さんであります。国の方針を丁寧に説明し、

意見をしっかり聞いた上での改革でなければなりま

せんし、地方創生につながるものでなければならな

いと思っております。また、そのことを目指してい

ると思っております。 

○３番（福田道代君） やはり地方創生と、いわゆ

る名前はあるんですけれども、これが今の実態にな

かなか伴ってこないというのか、本当に所得倍増と

いう形で、農業がそれこそ豊かになっていくかとい

いますと、きのうもお話がございましたが、現在、

米の直接支払交付金というのが１万5,000円、平成
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25年度はあったわけですが、それが26年度は7,500

円、29年度でこれが中止となるというようなことで

ございました。これは農業の耕作者を守っていく立

場にはなかなかならないというような状況だと思い

ます。 

 それと、中山間地域の直接払い制度というのが今

あるみたいですけど、それの総会も開催をされてお

りまして、そこの中で、やはり農業をやって実際に

米をつくって、それによって自分たちのお金が交付

されるというような内容ではなくなって、私もホー

ムページを開きましたら、新たな農業、農村政策が

始まりますといって農林水産省が出しているんです

けれども、これがなかなか内容的には、やはり個人

の農業をつぶしていく方向が強いなというような意

識をすごく持っているんですけれども。 

 例えばここの中で、これはそういうところでの総

会で出された内容ですけれども、溝、パイプ、水田、

保全関係ですね、あと、畦、農地維持支払いという

のが日当は4,500円出るとか、何か余りにもお米を

つくったり、田畑を耕して収益を得るような、そう

いう。結局、今、高齢者の人たちが自分の、昨日も

同僚議員が言われましたが、自分たちの祖先の土地

を守っているんだというようなお話もございました。

しかし、そのようなことが現実的にかなわないとい

うのか、できないような集約をされて、法人化とか

企業化というような方向で行くんじゃないかと思う

んですけれども。 

 ただ、中山間地と言われるいちき串木野の農業を

やってる地域では、なかなか広いところがとれない

ので、そこのところはどのように企業が入ってくる

かというのはよくわからないんですけれども、そう

いう問題点というのか、本当にこれは地方創生もそ

うですけれども、やはり国がＴＰＰなどでアメリカ

に、外国から食料を仕入れる、農業を破壊させてい

く、それとＴＴＰに対しましても貿易の問題にかか

わるんですけれども、そういう中で、今、本当に日

本の農業が問われている時期に入っておりますので、

国会の中でも審議されているようでございますが、

私たちはそういう問題点もしっかりと受けとめなけ

ればいけないかなと思っております。そういう中で、

今はこの問題が余りにも大変な内容だなということ

で申し上げました。 

 そしてもう一つ、農業委員会の建議書を外すとい

うことでも、農業者の公的代表という農業委員会の

役割が農地の流動化の事務的な団体に変質すると批

判をしておりましたが、林農水相は「法的な根拠が

なくても意見表明はできる」と答弁しておりました

が、その件については市長はどのようにお考えでし

ょうか。 

○農業委員会事務局長（芹ケ野國男君） ただいま

の御質問に関しましては、建議書の件になると思い

ますけれども、建議書はもう今後は出せないように

ということの案がありましたけれども、農業委員会

は地域の農業者を代表して意見を述べることができ

るということの方針になっているようですので、こ

れはまさに建議と同等の扱いではなかろうかと考え

ております。ただ、今後の法案の行方を追っていき

たいと思っております。 

○３番（福田道代君） わかりました。それはその

ような方向も見受けられると理解していいわけです

ね。 

 それと、このまちの農業の担い手の高齢化とか農

地の荒廃、そして、子供たちの数も減少して限界部

落も進んでいますが、今、さまざまな問題が渦巻い

ています。これから先、農家と地域が元気になって

いくということではどのような方向が必要と考えて

おられますか。私も総合計画のほうを読んだんです

けれども、具体的に自分の中でよくつかめないので、

報告をお願いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 農家と地域が元気でなけれ

ばいけない。かつて、かつてではいけないと思いま

すが、日本、我が国は農のもとなりとか、国は農の

もとなりとか言われて、農業を営むことで社会のい

ろんなきずなというのが、農業を通していろんなき

ずながかたくなり、そしてお互い助け合い、もう一

つ、子供たちの成長の過程での、私は教育の場でも

あったと思います。農業が果たしてきた役割はです

ね。 

 そういった意味で、御承知のとおり、農村の少子

高齢化、担い手不足、荒廃地化などが進んでおりま
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すので、中山間地域等の農村において、耕作放棄地

の増加等により多面的機能の低下が懸念をされるた

め、農業生産の維持、多面的機能の確保に資する共

同活動等へ中山間地域等直接支払交付金を交付して、

支援を行っております。 

 また、本市の単独事業としましては、営農指導員

等雇用事業、農業用ハウス設置補助事業、新規就農

者支援金事業、鳥獣害防止施設整備補助事業、市民

農業塾開催、６年間で42名の方が農業塾を卒業され

ました。 

 また、国の青年就農給付金制度が功を奏して、本

市でも新規就農者が年々増加してきているという明

るい兆しも見られます。たしか去年は、日置地区で

新規農業就農者が15名いました。とてもうれしくて、

激励に駆けつけましたが、今年も９名います。そう

いったことで、農業に対する熱い思いで頑張ろうと

いう若者が出てきて大変うれしく思っております。 

 これからまた、経営所得安定対策や農地中間管理

機構などの事業を取り入れて、農地の有効利用の継

続や農業経営の効率化を進める担い手の農地利用の

集積、集約化を進めております。 

 しかしながら、やっぱり基本は何と言いましても

地域住民の皆さんの創意と工夫によって、村づくり

と一体となった農村振興、地域活性化が図られるべ

きものだと考えております。 

○３番（福田道代君） 今、市長がるる述べられま

したが、日置は増えておりますけれども、いちき串

木野の実態というのはどのように。レタス栽培が今

広がっているとか、味平が名古屋に行っているとか

いろんなお話は聞くんですけれども、農政課として

それをどういうふうに広げいくかというような、そ

ういう具体的な取り組みはございますでしょうか。 

○農政課長（末吉浩二君） 市としては、作物の中

では、重点作物、バレイショとか味平かぼちゃとか、

そういったのを指定しております。また、推奨作物

ということで、いろんな野菜を。現在、重点作物と

して、先ほど言いましたバレイショ、カボチャ、ゴ

ーヤ、ソラマメ、イチゴ、この５品目を。それから、

花ではソリダゴ、果樹ではデコポンなど４品目を。 

 それから奨励作物として、野菜では深ネギ、サツ

マイモ、白菜、大根の４品目、花きではニオイヒバ、

果樹ではブドウ、マンゴー、その他、小麦とか緑竹

を選定して推進を図っているところです。 

 それぞれの地域の特性を活かした作物ということ

で栽培に取り組んでいただいておりますけれども、

先ほどからありますとおり、やっぱり高齢化によっ

てこういった重点作物あたりも面積がだんだん縮小

してくるといったところであります。 

 また、それにあわせて、それぞれ地域での新しい

作物をという話もあるんですけれども、一応農政課

としましては、こういった重点作物、推奨作物の面

積を維持したい、少しでも維持拡大をしたいという

ことで考えているところであります。 

○３番（福田道代君） さまざまな作物って、去年

話があった内容と余り変わらないなというような気

もしないでもないんですけれども、その品目を去年

よりかは増やしていって、つくる農家が増えている

とか、そういうことは進んでいるんでしょうか。カ

ボチャだったりジャガイモだったりというのはある

んですけれども、25年度、26年度と増えている品目

というのは。 

○農政課長（末吉浩二君） 先ほど言いましたとお

り、なかなか現状を維持するのは厳しいといったよ

うなところです。やっぱり作業的には、重要作物で

はないですけれども、高齢化というのが一つネック

になっていまして、量は少ないんですけれども、大

型産地と大型産地の間の端境期に入れ込んで、うま

く売ってもらっているものですから、ものすごく単

価は高いですけれども、量がいけないと。ですので、

なかなか面積の維持に苦労をしているといったよう

なところが実情でございます。 

○３番（福田道代君） ３番目に入りますけど、今

後、本市の農業が発展していくために、独自の政策

と計画について伺うということで御質問をいたしま

すけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 農業発展のための独自の政

策はどうかというお尋ねでありますが、本市は御承

知のとおり耕地面積が狭い。そのため、地域の特徴

を活かした少量多品目の作物の生産に努めてもらっ

ております。それでしか勝負できないんですよね。 
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 そういった意味から、先ほど申し上げましたけど、

市の単独事業としては営農指導員等の雇用事業、農

業用ハウス設置補助事業、新規就農者支援金事業、

鳥獣害防止施設整備事業、市民農業塾開催事業ほか、

多数あります。これらの事業をバランスよく活用し

てもらうことによって、本市の農業発展に努めてま

いりたいと考えております。 

 また、国の青年就農給付金事業が奏功して、たし

か今年は３人だったですかね。昨年は１名だったん

ですけど、国の青年就農給付金事業も今年は３名の

青年がおります。大変明るい話題で、いいことだな

と思っております。また、さっき申し上げましたと

おり、新規就農者が去年は15名、今年も９名、日置

地区でですね、私もうれしくて激励に行きました。

彼らの総会ですね。 

 そういう若い芽も、明るい話題もありますので、

今後ともＪＡをはじめとする関係機関等で連携しな

がら新規営農の振興を図ってまいりたいというふう

に考えております。 

○３番（福田道代君） 先日、南日本新聞の若者の

ところの「若い目」という読者のページなんですけ

ど、そこに地域盛り上げたいということで、市来農

芸高校の１年生の中香乃さんという方が書いていら

っしゃるんですけど、小さいころから喫茶店でいろ

いろお手伝いをしていたみたいですね。そして、お

店の温かい雰囲気に憧れて、食を通じて人と人との

かかわりを大切にして、地域産物を活用して地域活

性化に貢献できる喫茶店を開きたいという夢を見つ

けた。 

 そのために、市来農芸高校に魅力を感じて入学し

たというのが出てました。農産物の栽培とか家畜の

飼育を学ぶのはもちろん、食品加工の技術で未利用

資源に付加価値をつけられることを知り、食材の長

期保存ということで何か夢につなげられるものはな

いかと思って仲間と活動の場を今つくっています。

そして今後は、地域を盛り上げられるような加工品

の開発を計画しています。今から楽しみで仕方あり

ません。この高校を選んでよかったと思えるように

頑張りたいと思いますということが、この読者の欄

に、１年生の高校生ですけれども、書いておりまし

た。 

 やはり、近くにこういう農芸高校とか農業大学と

か、あと鹿児島大学農学部とか、いろいろとこの地

域はそういう若い人たちの学ぶ場がありまして、そ

ういうところの人たちと一緒に、シンポジウムとか

フォーラムとか、何かそういうことを若い人たちと

一緒に研究して、そういうことをやって、若い人た

ちの意見を取り入れて、もっと必要とされるものと

か若い子たちが魅力があるものとか、そういうこと

も含めて今後検討されていかれたら、私はこの町の、

せっかくある市来農芸高校との連携がもう少し濃い

形で、農政課、農業委員会も含めて、そして地域で

農業をなさってる方々、お年寄りの方ですけど、若

い方と一緒に連携したものができるんじゃないかな

と思っているんですけれども、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、市来農芸高校生の新聞

をお読みになりました。私も拝見いたしました。 

 実は26年度の卒業生の中で、農業関係に、農業大

学校に行ったり、それから北海道の酪農のところに

行ったり、要するに農業関係に進む生徒は、何と15

人いたんです。校長先生初め、先生方が喜んで、こ

の15人の子供たちは、最初、市来農芸高校に入った

ときは農業をしようという希望の子は４人だったそ

うです。ところが卒業のとき、３年間市来農芸高校

で学んで、畜産で頑張る、それから野菜で頑張る、

米、花きですね、学んで生きる喜びを、将来の大き

な夢を描いたんですね。とてもいい話ですよね。農

業学校に来て、農業を卒業したらしますという関係

者は４人しかいなかったんです。15人になったんで

す。校長先生が来て、私に激励の言葉を言ってくれ

と言われましたんで、私も喜んで行きました。目が

輝いていますよ。その子もまだ１年でしょうけど、

同じだと思いますがね。 

 御承知のとおり、難しい畜産部門の共進会などで

とても優秀な成績、それから作文とかポスターとか、

県下で最高の賞をいっぱいとります、市来農芸高の

生徒たちは。それから、いろんな自分がやってる、

例えば野菜づくりなら野菜づくりを通しての賞とか、

びっくりするぐらいたくさん賞をもらってます。今、

もちろん豚みそを販売したり、いろいろして、野菜
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を売ったりしてますが、かねてもいろんなところで

地域の方と密着して頑張っております。 

 だから、言われますとおり、それこそ県下、全国

的にも有名だと思いますよ、市来農芸高校は農業高

校としてですね。だから、これをやっぱり地域の皆

さんと一緒にやって、彼らの若い発想とか、そうい

ったものを私たちが取り入れて、学んで、また彼ら

を激励して、一緒にやっていったらいい結果が出る

んじゃないかなと思います。 

 一例として、サツマイモのウイルスフリー苗とか、

病気がない、そういう苗も彼らは発明をして農家の

方に供給してるんです。 

 だから、いずれにしても、今おっしゃいましたと

おり、すばらしい農業高校がありますから、本市の

農業に一体的に、一緒になって、それで大事なこと

は、彼らを我々が励ますことだと思う。これからも

取り組んでいきたいというふうに思っております。

全く同じ思いであります。 

○農政課長（末吉浩二君） 先ほど市長のほうから

単独事業の中で新規就農者支援金というので数を申

し上げましたけれども、これは市の単独分で、一人

につき、１回限りですけど50万円、夫婦型の場合は

75万円、この数で申し上げますと、24年度が１名、

25年度が３名、26年度が３名という実績になってお

りますので、補足させていただきたいと思います。 

○３番（福田道代君） 今の、若い人たちの持って

るエネルギーとか、希望とか夢とか、そういうのを

一緒に私たちがつくり上げていってあげるというの

が必要じゃないかと思います。そしてそのためにも、

先ほど申しましたけれども、やはり何かいちき串木

野市の主催というのか、農政課も含めてですけれど

も、農業フォーラムみたいなのを１回していったら

いかがでしょうか。市長、どうですか。 

○市長（田畑誠一君） せっかくの農業高校の若い

皆さん、若い芽ですね、これは一緒になって、今で

も一生懸命地域に溶け込んでやっておられますので、

あらゆる機会を捉えて、そういう形を我々は模索し

ていかなきゃいかんというふうに思っております。 

○３番（福田道代君） これで私の質問は終わりま

す。ありがとうございます。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日は、これで散会しま

す。お疲れさまでした。 

         散会 午後３時17分 

 


